
口絵 1　西南院蔵「元応二年高野山大塔供養指図」
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は
じ
め
に

高
野
山
の
壇
上
伽
藍
に
あ
る
大
塔
（
根
本
大
塔
）
は
、
弘
法
大
師
空
海
の
構
想
し

た
立
体
曼
荼
羅
を
備
え
る
重
要
な
宗
教
空
間
で
あ
り
、
真
言
宗
寺
院
に
お
け
る
多
宝

塔
の
祖
型
を
な
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
大
塔
は
、
平
安
時
代
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
、
五
度
の
焼
失
と
再
建
を
繰
り
返
し
た
。
と
く
に
、
中
世
の
高
野
山
金
剛
峯
寺

は
、
大
塔
の
老
朽
化
が
進
む
ご
と
に
、
勧
進
活
動
に
も
と
づ
く
修
造
事
業
を
行
な

い
、
公
武
政
権
の
外
護
を
仰
い
で
い
る
。
各
修
造
を
め
ぐ
っ
て
構
築
さ
れ
た
政
治
的

関
係
は
、
中
世
高
野
山
史
を
考
え
る
上
で
も
注
目
に
価
す
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
坂
口
と
藤
本
は
、
本
誌
に
「
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』」

全
十
一
巻
の
翻
刻
を
継
続
的
に
発
表
し
て
き
た）（
（

。
翻
刻
済
の
第
一
巻
～
第
六
巻
が
古

文
書
を
成
巻
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
紹
介
す
る
第
九
巻
は
「
元
応

二
年
高
野
山
大
塔
供
養
記
録
」（
以
下
、「
大
塔
供
養
記
録
」）
と
い
う
単
体
の
記
録

で
あ
る
。
こ
の
「
大
塔
供
養
記
録
」
こ
そ
、
鎌
倉
後
期
の
大
塔
修
造
事
業
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
と
な
っ
た
、
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
四
月
二
日
の
落
慶
供
養
に
関
わ
る

記
録
に
他
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
の
全
文
を
翻
刻
す
る
と
と
も
に
、
坂
口
が
鎌

倉
後
期
の
大
塔
修
造
事
業
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
う
。

ま
た
、「
大
塔
供
養
記
録
」
の
読
解
に
資
す
べ
く
、
こ
の
ほ
ど
高
野
山
西
南
院
の

調
査
に
て
発
見
し
た
ば
か
り
の
「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
指
図
」（
西
南
院
寺

蔵
文
書
、
第
七
五
函
第
四
六
号
。
以
下
、「
大
塔
供
養
指
図
」）
も
、
あ
わ
せ
て
紹
介

し
た
い
。
こ
の
指
図
は
、
右
の
落
慶
供
養
に
お
け
る
舗
設
お
よ
び
座
位
を
描
い
た
も

の
で
、
久
寿
三
年
（
保
元
元
年
、
一
一
五
六
）
に
再
建
さ
れ
、
永
正
十
八
年
（
大
永

元
年
、
一
五
二
一
）
の
焼
失
ま
で
存
続
し
た
大
塔
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
も
、
貴
重

な
新
史
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
鈴
木
が
建
築
史
学
の
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
る
。

一�

　
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
九
巻�

「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
記
録
」

（
1
）「
大
塔
供
養
記
録
」
の
書
誌
と
撰
者

書
誌　

最
初
に
、「
大
塔
供
養
記
録
」
の
書
誌
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
く
。
巻
子

本
、
一
巻
。
墨
付
全
七
紙
、
楮
紙
、
縦
三
〇
・
二
糎
、
横
全
長
三
三
三
・
九
糎
（
糊

代
の
重
複
分
は
含
ま
ず）2
（

）。
無
界
、
行
数
不
定
、
字
数
不
定
、
注
双
行
。
若
干
の
傍

訓
を
施
す
。
第
一
紙
の
前
に
「
大元応
年
中
塔
供
養
記
録　
　
　

西
南
院
宝
庫
」
と
い
う
短
い

史
料
紹
介重

要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
九
巻

―
―
西
南
院
蔵
「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
指
図
」
の
紹
介
と
あ
わ
せ
て
―
―

坂

口

太

郎 

鈴

木

智

大 

藤

本

孝

一
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一
紙
（
縦
二
九
・
六
糎
、
横
七
・
七
糎
）
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
の
外
題

で
あ
ろ
う
。
第
一
紙
に
は
、「
□
〔
元
〕応
□
〔
二
〕年

庚
申
、
四
月
二
日
、
辛
亥
、
觜
宿
、

木
曜
、
真
光
院
大

僧
正
坊
禅
助
干
!

時
長
者
。
大
塔
供
養
御
導
師
勤
仕
□
〔
事
カ
〕」
と
い
う
内
題
が
あ
り
、
空
行
を
置

か
ず
本
文
に
続
く
。
第
七
紙
の
巻
末
に
「
元
応
二●
〔
×
申
〕年
四
月
廿
二
日　
　
　
　

慶
瑜
」

と
い
う
識
語
が
あ
る
。

ま
た
、
巻
頭
お
よ
び
第
一
紙
・
第
二
紙
の
下
部
に
は
、
若
干
の
損
傷
が
あ
る
が
、

重
要
文
化
財
の
指
定
に
際
し
て
、
表
紙
・
軸
付
紙
・
木
軸
な
ど
が
付
け
ら
れ
、
全
体

に
裏
打
が
施
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
稿
で
紹
介
す
る
西
南
院
蔵
本
以
外

に
、
類
本
を
見
い
だ
せ
な
い
。

撰
者　
「
大
塔
供
養
記
録
」
は
、
巻
末
の
識
語
に
よ
れ
ば
、
元
応
二
年
（
一
三
二

〇
）
四
月
二
十
二
日
に
慶
瑜
と
い
う
人
物
が
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
供
養
の
当
日

に
き
わ
め
て
近
い
時
期
の
成
立
で
あ
る
た
め
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
高
い
が
、
ま
ま

誤
字
が
見
受
け
ら
れ
る
。
慶
瑜
の
事
蹟
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、「
醍
醐
大
事
相

承
」（
西
南
院
寺
蔵
文
書
、
第
三
八
函
第
一
五
号
）
の
奥
書
に
、

昔
於
%

東
関
$

受
%

師
説
$、
今
於
%

南
山
$

載
%

翰
墨
$。
更
非
!

為
%

外
見
$。
恐
%

後
廃
$

故
也
。
于
!

時
、
元
応
二
年
初
冬
一
日　

権
律
師
慶
瑜
春
秋

五
十
四

と
あ
り
、
そ
の
年
紀
が
同
じ
元
応
二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、「
大
塔
供
養
記
録
」
と
「
醍
醐
大
事
相
承
」
の
筆
跡
は
同
筆
で
は
な

く
、
前
者
の
識
語
に
お
い
て
、「
元
応
二
年
」
の
「
二
」
に
書
き
直
し
が
あ
る
こ
と

も
勘
案
す
る
な
ら
ば）3
（

、「
大
塔
供
養
記
録
」
は
撰
者
慶
瑜
の
自
筆
原
本
と
は
考
え
難

い
）
（
（

。
ひ
と
ま
ず
近
い
時
期
の
写
本
と
判
断
し
て
お
く
。

さ
て
、「
醍
醐
大
事
相
承
」
の
識
語
に
は
、
昔
に
東
関
に
お
い
て
師
説
を
受
け
た

と
あ
る
の
で
、
慶
瑜
は
も
と
関
東
所
縁
の
真
言
僧
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
瑜
が

高
野
山
に
入
っ
た
理
由
や
、
そ
の
高
野
山
内
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
徴
す
べ
き
史
料
を
欠
く
が
、
次
に
示
す
鎌
倉
青
蓮
寺
所
蔵
の
聖
教
奥
書
に
よ
る

と
、
証
菩
提
院
西
坊
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
一
六
五
「
ユ
ギ
（
梵
字
）
完
書
目
録
私
」
奥
書

元
亨
元
年
六
月
五
日
、
於
%

高
野
山
証
菩
提
院
西
坊
$、
以
%

宝
性
院
本
$、
書
写
了
。

 

権
律
師 

慶
瑜   　
　

　
　
　
　
　
「（
朱
筆
）
本
云
、
定
証
僧
都
相
伝
目
録
也
」

六
五
九
「
尊
法
目
録
」
奥
書

元
亨
三
年
五
月
廿
八
日
、
於
%

高
野
山
証
菩
提
院
西
坊
$、
書
写
畢
。

権
律
師
慶
瑜
春
秋
五
十
七

東
寺
能
禅
法
印
相
承
目
録
也
云
々
。

法（覚
仁
）尒房
相
伝
目
録
ニ
校
合
之
処
、
同
!

之）（
（

。

そ
れ
ぞ
れ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、「
ユ
ギ
（
梵
字
）
完
書
目
録
私
」
は
「
定
証
僧
都

相
伝
目
録
」
で
あ
り
、「
尊
法
目
録
」
は
「
能
禅
法
印
相
承
目
録
」
で
あ
っ
た
と
い

う
。
定
証
は
真
言
密
教
の
西
院
流
定
証
方
の
祖
、
ま
た
能
禅
も
西
院
流
能
禅
方
の
祖

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
伝
目
録
の
書
写
は
、
慶
瑜
が
西
院
流
ゆ
か
り
の
真
言
僧
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
西
院
流
の
事
相
書
で
あ
る
『
ム
〔
私
〕言
』「
諸
社
本
地
」
に

も
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
七
月
六
日
付
の
慶
瑜
に
よ
る
書
写
奥
書
が
あ
る
こ
と

か
ら）（
（

、
こ
の
推
測
は
一
定
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
よ
う）（
（

。

ち
な
み
に
、『
摂
津
名
所
図
会
』
巻
六 

河
辺
郡
に
は
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）

十
一
月
に
再
鋳
さ
れ
た
、
摂
津
昆
陽
寺
の
鐘
銘
を
収
め
る
が
、
そ
の
末
尾
に
「
別
当

権
律
師
法
橋
上
人
位
慶
瑜
」
の
署
名
が
あ
る）（
（

。
僧
官
が
同
じ
権
律
師
で
あ
る
た
め
、

い
ま
問
題
と
す
る
慶
瑜
そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
が
少
な
く
な
い
。
と
く
に
、
四
字
一

句
の
鐘
銘
の
本
文
に
「
柳
営
風
静　

松
算
歳
昌
」
と
あ
り
、「
柳
営
」
す
な
わ
ち
鎌

倉
幕
府
を
意
識
す
る
点
は
、
慶
瑜
が
元
来
関
東
に
い
た
事
実
と
符
合
す
る
も
の
で
、

同
一
人
の
可
能
性
が
い
っ
そ
う
見
込
ま
れ
る
。

（
2
）「
大
塔
供
養
記
録
」
の
概
要
と
大
塔
修
造
事
業

概
要　
「
大
塔
供
養
記
録
」
は
、
そ
の
冒
頭
の
内
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
応
二
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年
（
一
三
二
〇
）
四
月
二
日
に
行
な
わ
れ
た
、
真
光
院
禅
助
（
東
寺
座
主
・
一
長

者
）
を
導
師
（
大
阿
闍
梨
）
と
す
る
大
塔
供
養
の
記
録
で
あ
る
。
と
く
に
、
禅
助
の

動
向
を
中
心
に
筆
録
し
て
い
る
。
そ
の
概
要
を
時
系
列
に
示
す
と
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。三

月
二
十
六
日
、 

禅
助
、
南
勝
院
禅
円
ら
を
率
い
て
仁
和
寺
を
進
発
。

　
　

二
十
七
日
、 
禅
助
、
摂
津
天
王
寺
に
到
着
。

　
　

二
十
八
日
、 
禅
助
、
高
野
政
所
か
ら
高
野
山
上
に
移
動
。
日
輪
寺
（
西
院

谷
）
に
入
る
。

　
　

二
十
九
日
、 

後
醍
醐
天
皇
の
勅
使
三
条
公
明
ら
、
高
野
山
上
に
到
着
。
禅

助
、
東
寺
一
長
者
と
し
て
金
堂
・
御
影
堂
・
御
社
・
大
塔
・

奥
院
を
順
拝
（
高
野
拝
堂
）。
禅
助
、
御
影
堂
に
て
飛
行
三

鈷
な
ど
の
重
宝
を
拝
見
し
、
勅
封
を
付
す
。

　
　

四
月
一
日
、 

禅
助
、
金
剛
三
昧
院
（
小
田
原
谷
）
を
訪
れ
、
長
老
証
道
房

実
融
の
歓
待
を
受
け
る
。

　
　
　
　

二
日
、 

大
塔
供
養
。
導
師
禅
助
、
誦
経
導
師
三
蔵
院
覚
和
。
勅
使
三

条
公
明
ら
、
こ
れ
に
参
列
。

こ
の
供
養
が
行
な
わ
れ
た
と
き
の
大
塔
は
、
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
の
焼
失
を

う
け
て
、
久
寿
三
年
（
保
元
元
年
、
一
一
五
六
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
久

寿
三
年
再
建
大
塔
は
、
の
ち
に
永
正
十
八
年
（
大
永
元
年
、
一
五
二
一
）
に
焼
失
す

る
が
、
そ
れ
ま
で
に
四
度
に
及
ぶ
修
造
が
な
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
後
期
に
お
い
て
は
、
第
三
度
の
修
造
が
行
な
わ
れ
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇

七
）
の
企
画
か
ら
元
応
二
年
の
工
事
完
了
に
至
る
ま
で
、
十
四
年
の
歳
月
を
要
し

た
）
（
（

。
す
な
わ
ち
、「
大
塔
供
養
記
録
」
は
、
久
寿
三
年
再
建
大
塔
の
第
三
度
修
造
に

か
か
わ
る
落
慶
供
養
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
塔
修
造
事
業
と
後
宇
多
院
・
真
光
院
禅
助　

大
塔
修
造
が
計
画
さ
れ
た
徳
治
二
年

は
、
後
宇
多
院
（
大
覚
寺
統
）
が
治
天
の
君
と
し
て
第
一
次
の
院
政
を
布
い
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
後
宇
多
は
、
同
年
七
月
に
出
家
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
真
言
密

教
へ
の
傾
倒
は
き
わ
め
て
深
い
も
の
が
あ
り
、
密
教
興
隆
を
実
現
す
る
た
め
に
、
多

面
的
な
施
策
を
構
想
し
、
こ
れ
を
実
施
し
つ
つ
あ
っ
た）（1
（

。
と
く
に
後
宇
多
は
、
弘
法

大
師
空
海
ゆ
か
り
の
寺
院
へ
の
保
護
を
心
が
け
て
お
り
、
空
海
の
入
定
地
で
あ
る
高

野
山
へ
の
信
仰
は
、
他
の
寺
院
を
凌
駕
す
る
も
の
が
あ
っ
た）（（
（

。
そ
の
た
め
、
高
野
山

に
よ
る
大
塔
修
造
事
業
は
、
後
宇
多
に
と
っ
て
等
閑
視
で
き
な
い
問
題
と
な
る
。

や
が
て
徳
治
二
年
十
一
月
、
後
宇
多
は
、
大
塔
修
造
事
業
へ
の
援
助
に
つ
い
て
鎌

倉
幕
府
の
意
向
を
諮
り）（2
（

、
翌
徳
治
三
年
五
月
に
幕
府
の
了
承
を
取
り
つ
け
た）（3
（

。
当

時
、
高
野
山
の
側
も
修
造
事
業
に
熱
意
を
燃
や
し
て
お
り
、
後
宇
多
の
招
請
で
、

『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
談
義
の
た
め
に
上
洛
し
た
円
智
房
信
堅
（
高
野
山
大
楽
院
の

僧
、
高
野
八
傑
の
ひ
と
り
）
は
、
後
宇
多
側
近
で
あ
っ
た
北
畠
師
親
（
親
房
の
祖

父
）
と
対
面
し
た
際
、
後
宇
多
に
修
造
事
業
へ
の
支
援
を
進
言
す
る
こ
と
を
依
頼
し

て
い
る）（（
（

。
や
が
て
同
年
八
月
、
後
宇
多
は
、
高
野
山
に
対
し
て
、
淀
津
の
升
米
を
修

造
料
所
と
し
て
寄
進
し
て
お
り）（（
（

、
こ
れ
が
修
造
事
業
へ
の
援
助
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。

以
後
、
治
世
の
交
替
や
政
情
の
影
響
に
よ
っ
て
、
修
造
料
所
に
変
化
も
生
じ
た
が
、

概
し
て
修
造
事
業
は
、
朝
廷
に
よ
る
手
厚
い
保
護
が
加
え
ら
れ
て
い
く）（（
（

。

ま
た
、
後
宇
多
に
よ
る
料
所
寄
進
に
関
係
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
そ
の
寄
進
の

決
定
を
伝
え
る
院
宣
が
、
東
寺
座
主
で
あ
っ
た
真
光
院
禅
助
（
後
宇
多
の
師
）
の
御

教
書
に
よ
っ
て
高
野
山
に
伝
達
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
東
寺
座
主
は
、
後
宇
多
が
真

言
密
教
掌
握
の
足
が
か
り
と
し
て
設
置
し
た
要
職
で
あ
り
、
大
塔
修
造
事
業
が
後
宇

多
―
禅
助
―
高
野
山
と
い
う
経
路
で
始
動
し
た
の
は
重
要
で
あ
る）（（
（

。
の
ち
に
元
応
二

年
の
大
塔
供
養
に
お
い
て
、
後
宇
多
の
命
で
禅
助
が
導
師
を
勤
仕
す
る
の
も
、
こ
の

よ
う
な
事
情
と
無
関
係
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
禅
助
は
大
塔
供
養
の
前
年
に
あ
た
る
元
応
元
年
八
月
に
東
寺
一
長
者

に
還
補
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
彼
は
七
十
三
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、『
東
宝
記
』
第
七 
僧
宝
上
「
寺
務
三
度
補
任
例
」
は
、「
明
年
高
野
大
塔
供
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養
、
為
%

御
導
師
$

還
補
云
々
」
と
記
す）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
禅
助
が
一
長
者
に
還
補
し
た

の
は
、
翌
年
の
大
塔
供
養
で
導
師
を
勤
仕
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ひ
と
え
に
治
天
の
君
で
あ
っ
た
後
宇
多
の
意
向
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）「
大
塔
供
養
記
録
」
の
史
料
的
価
値

元
応
二
年
大
塔
供
養
の
関
係
史
料　

さ
て
、
元
応
二
年
の
大
塔
供
養
に
つ
い
て
は
、

導
師
を
勤
仕
し
た
禅
助
の
記
録
『
高
野
大
塔
供
養
記）21
（

』
が
伝
存
し
て
お
り
、
本
稿
で

紹
介
す
る
「
大
塔
供
養
記
録
」
や
「
大
塔
供
養
指
図
」
を
読
解
す
る
上
で
、
重
要
な

関
係
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
供
養
で
用
い
ら
れ
た
諷
誦
文）2（
（

・
表
白
・
次
第）22
（

、
あ
る
い

は
勅
使
三
条
公
明
と
四
位
院
司
三
条
実
治
ら
が
高
野
山
で
詠
作
し
た
漢
詩
二
首）23
（

な
ど

も
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
来
し
て
い
る
。
と
く
に
表
白
に
は
、

太（後
宇
多
）

上
法
皇
、
依
!

為
%

累
代
之
勅
願
$、
方
終
%

当
時
之
造
功
$。
深
凝
%

鄭
重
之
叡 

信
$、
専
展
%

殷
勤
之
梵
席
$。
是
併
竭
%

仰
遍（空
海
）照金
剛
$、
崇
%

重
秘
密
工〔功
カ
〕力$、
所
!

致

也
。
於
戯
、
布
政
之
時
、
慣
&

尭
王
・
舜
王
之
収
%

帝
範
$、
入
道
之
月
、
軼
&

欽

明
・
用
明
之
崇
%

仏
法
$。
啻
匪
!

行
%

仁
義
礼
之
五
常
$、
将
又
、
帰
%

仏
法
僧
之
三

宝
$。）

2（
（

と
あ
り
、
第
二
次
後
宇
多
院
政
下
に
大
塔
修
造
事
業
が
完
了
し
、
落
慶
供
養
が
実
現

し
た
こ
と
を
、
後
宇
多
の
弘
法
大
師
信
仰
の
賜
物
と
し
て
い
る
。「
大
塔
供
養
記

録
」
四
月
二
日
条
に
お
い
て
、「
御
表
白
、
聴
聞
之
道
俗
、
驚
%

耳
目
$。
拝
%

一
会
之

法
儀
$、
催
%

万
端
之
感
涙
$

了
」
と
深
い
感
歎
を
示
す
の
は
、
こ
の
表
白
に
も
と
づ
く

も
の
に
他
な
ら
な
い
。

次
に
、「
大
塔
供
養
記
録
」
と
『
高
野
大
塔
供
養
記
』
を
比
較
す
る
と
、
後
者
の

方
が
分
量
が
多
い
。
ま
た
、
前
者
が
供
養
当
日
で
擱
筆
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が

禅
助
の
帰
京
し
た
四
月
五
日
ま
で
の
記
事
を
収
め
る
の
は
、
大
き
な
相
違
点
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
後
者
が
京
都
―
高
野
山
間
の
移
動
に
つ
い
て
、
往
路
・
復
路
い
ず
れ

も
詳
細
に
記
す
点
は
、
前
者
に
勝
る
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
前
者
に
人
名
等
の
誤

記
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

も
っ
と
も
、「
大
塔
供
養
記
録
」
に
、
独
自
の
史
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
三
月
二
十
六
日
に
仁
和
寺
を
出
立
す
る
禅
助
の
一
行
を
、

御
室
寛
性
法
親
王
や
仁
和
寺
諸
院
家
の
宿
老
ら
が
法
金
剛
院
の
辺
り
で
見
物
し
た
こ

と
、
ま
た
四
月
一
日
に
禅
助
が
高
野
山
金
剛
三
昧
院
を
訪
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
記

載
は
『
高
野
大
塔
供
養
記
』
に
見
え
な
い
情
報
で
あ
る
。

と
く
に
、
金
剛
三
昧
院
で
は
、
禅
助
が
長
老
の
証
道
房
実
融
か
ら
接
待
を
受
け
て

い
る
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
。
実
融
は
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
五
月
に
高
野
山
か

ら
大
勧
進
職
に
補
任
さ
れ
、
修
造
料
所
た
る
備
後
国
の
国
務
を
掌
り
、
大
塔
修
造
事

業
の
推
進
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
っ
た）2（
（

。
ま
た
、
本
稿
で
紹
介
す
る
「
大
塔
供
養
指

図
」
に
よ
れ
ば
、
実
融
は
大
塔
供
養
の
場
に
お
い
て
、
南
勝
院
禅
円
・
安
養
院
長
老）2（
（

ら
と
と
も
に
、
大
塔
の
中
央
に
左
右
に
並
ん
で
坐
し
て
い
る
。
実
融
の
大
塔
修
造
に

果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
が
、
禅
助
の
金
剛
三
昧
院
訪
問
も
、
実
融

に
敬
意
を
払
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

高
野
拝
堂
の
復
活　

東
寺
一
長
者
で
あ
っ
た
禅
助
は
、
大
塔
供
養
の
前
々
日
に
あ
た

る
三
月
二
十
九
日
に
、
高
野
山
の
金
堂
・
御
影
堂
・
御
社
・
大
塔
・
奥
院
な
ど
を
巡

拝
す
る
高
野
拝
堂
も
遂
げ
た
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
興
味
深
い
の
は
、「
大
塔
供
養
記

録
」
三
月
二
十
七
日
条
が
、「
古
長
者
拝
堂
之
時
、
雖
%

順
道
$、
為
%

奈
良
路
$。
今
天

王
寺
路
新
儀
云
々
」
と
記
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
に
し
え
の
東
寺
一
長
者

は
、
高
野
拝
堂
を
遂
げ
る
際
に
「
奈
良
路
」（
大
和
路
）
を
用
い
た
が
、
こ
の
た
び

禅
助
が
「
天
王
寺
路
」
を
用
い
た
の
は
「
新
儀
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。「
天
王
寺

路
」
は
「
天
王
寺
大
路
」（『
光
明
寺
残
篇
』）
と
も
称
さ
れ
、
河
内
路
（
西
高
野
街

道
）
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
東
寺
一
長
者
に
よ
る
高
野
拝
堂
に
つ
い
て
は
、
守

覚
法
親
王
撰
『
東
長
儀
』
下
「
高
野
拝
堂
次
第
」（
続
群
書
類
従
釈
家
部
）
が
基
本

史
料
で
あ
る
が
、
京
都
か
ら
高
野
山
へ
の
経
路
に
つ
い
て
は
記
さ
な
い
。
し
か
し
、

「
大
塔
供
養
記
録
」
に
よ
っ
て
、
中
世
前
期
の
高
野
拝
堂
で
、
古
く
は
「
奈
良
路
」
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を
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
貴
重
で
あ
る）2（
（

。

さ
ら
に
、「
大
塔
供
養
記
録
」
三
月
二
十
七
日
条
に
お
い
て
、
禅
助
が
供
奉
人
の

数
を
略
儀
に
し
た
こ
と
に
触
れ
て
、「
近
代
長
者
拝
堂
、
大
躰
以
中
絶
」
と
記
す
の

は
興
味
深
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
後
期
の
高
野
拝
堂
は
、
相
当
な
時
期
に
わ
た

り
中
絶
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、『
東
寺
長
者
補
任
』
の
諸
本
を
確
認
し

て
も
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
補
任
さ
れ
た
静
厳
か
ら
元
応
元
年
（
一
三
一

九
）
に
補
任
さ
れ
た
公
紹
ま
で
の
三
十
余
年
に
つ
い
て
、
東
寺
一
長
者
に
よ
る
高
野

拝
堂
の
記
事
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
高
野
拝
堂
の
中
絶
は
、
鎌
倉
後
期
に
お

け
る
東
寺
と
高
野
山
の
関
係
が
、
前
代
よ
り
も
希
薄
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
の
一
方
、
東
寺
座
主
で
あ
っ
た
禅
助
が
東
寺
一
長
者
に
還
補
し
、
か
つ
高
野

拝
堂
を
復
活
し
た
の
は
、
彼
が
高
野
山
の
統
制
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
、
後
宇
多
院
の
推
進
し
た
密
教
興
隆
と
の
密

接
な
連
関
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

飛
行
三
鈷
の
勅
封　
「
大
塔
供
養
記
録
」
で
、
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
、
三
月

二
十
九
日
の
拝
堂
の
際
、
禅
助
が
御
影
堂
に
伝
わ
る
重
宝
等
を
拝
観
し
た
と
い
う
記

事
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
禅
助
の
『
高
野
大
塔
供
養
記
』
に
も
記
さ
れ
る

が
、「
大
塔
供
養
記
録
」
の
方
が
や
や
詳
し
い
。

と
く
に
、
禅
助
が
拝
観
し
た
重
宝
の
な
か
に
、
弘
法
大
師
空
海
ゆ
か
り
の
飛
行
三

鈷
が
あ
っ
た
の
は
興
味
深
い）2（
（

。
こ
の
折
り
に
、
禅
助
の
扈
従
で
あ
っ
た
南
勝
院
禅
円

と
上
童
・
威
儀
僧
の
み
な
ら
ず
、
参
会
し
た
僧
綱
、
さ
ら
に
は
高
野
山
の
垂
髮
（
稚

児
）・
衆
徒
ま
で
も
が
群
集
し
た
た
め
、「
頗
以
狼
箱
〔
藉
〕也
」
と
い
う
よ
う
な
混
乱
が
生

じ
た
と
い
う
。

高
野
山
の
至
宝
た
る
飛
行
三
鈷
に
、
深
い
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

が
、
禅
助
に
よ
る
拝
観
の
理
由
に
つ
い
て
、「
大
塔
供
養
記
録
」
が
「
長
者
方
ヘ
被 

!

下
%

勅
封
$

故
也
」
と
記
す
の
は
注
意
を
引
く
。
飛
行
三
鈷
の
勅
封
は
、
こ
れ
以
前

か
ら
も
行
な
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
が）2（
（

、
こ
こ
で
改
め
て
、
当
時
在
位
し
て
い
た

後
醍
醐
天
皇
の
勅
封
が
付
さ
れ
た
の
は
重
要
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
醍
醐
は
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
、
真
言
密
教
で

尊
崇
さ
れ
た
諸
寺
の
重
宝
類
に
深
い
関
心
を
持
ち
続
け
、
こ
れ
ら
の
召
し
出
し
や
勅

封
を
活
発
に
行
な
っ
た）31
（

。
こ
の
元
応
二
年
の
時
点
で
は
、
後
醍
醐
は
い
ま
だ
親
政
を

開
始
し
て
お
ら
ず
、
飛
行
三
鈷
の
勅
封
も
、
父
院
の
後
宇
多
の
意
向
に
も
と
づ
く
可

能
性
が
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
高
野
山
に
お
け
る
重
宝
の
管
理
に
、
禅
助
を
介
し
た
後

醍
醐
の
関
与
が
あ
っ
た
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い）3（
（

。
の
ち
に
建
武
政
権
期
に
入

り
、
後
醍
醐
は
、
弘
法
大
師
空
海
の
自
筆
と
さ
れ
て
い
た
『
高
野
山
御
手
印
縁
起
』

を
、
高
野
山
か
ら
一
時
的
に
召
し
出
し
て
い
る
が）32
（

、
そ
の
前
史
と
し
て
、
飛
行
三
鈷

の
勅
封
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う）33
（

。

二
　
西
南
院
蔵
「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
指
図
」

（
1
）
指
図
に
つ
い
て

概
要　

西
南
院
が
所
蔵
す
る
「
大
塔
供
養
指
図
」（
以
下
、
本
図
と
す
る
。
口
絵

一
）
は
、
端
裏
書
よ
り
、
信
堅
が
自
筆
し
た
も
の
を
写
し
た
う
え
で
、
元
応
二
年

（
一
三
二
〇
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
大
塔
供
養
に
際
し
た
舗
設
お
よ
び
座
位
を
描
い
た

も
の
と
わ
か
る
。

一
紙
、
八
ツ
折
の
楮
紙
に
描
か
れ
、
法
量
は
縦
三
〇
・
六
糎
×
横
四
〇
・
二
糎

で
、「
大
塔
図
幷
供
養
図
」
と
題
さ
れ
た
包
紙
に
く
る
ま
れ
て
い
る
。
柱
心
・
階
段

隅
・
舗
設
隅
・
参
道
隅
に
針
穴
が
あ
り
、
角
筆
線
は
な
い
。
一
部
の
畳
縁
に
は
朱
を

塗
る
。
図
を
書
き
起
こ
し
た
う
え
で
、
文
字
を
翻
刻
し
た
も
の
を
次
頁
に
掲
げ
る

（
図
一
）。

信
堅
は
、
高
野
山
大
楽
院
の
僧
で
、『
釈
摩
訶
衍
論
私
記
』
な
ど
を
著
し
、
元
亨

二
年
（
一
三
二
二
）
に
六
十
四
歳
で
寂
し
て
い
る）3（
（

。
元
応
二
年
の
大
塔
供
養
に
あ
た

り
、
信
堅
が
か
つ
て
作
成
し
た
図
を
基
に
、
建
物
を
描
き
、
人
物
な
ど
を
加
筆
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
畳
な
ど
い
ず
れ
の
舗
設
に
も
、
針
穴
が
確
か
め
ら
れ
る
。
同
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図 1　西南院蔵「元応二年高野山大塔供養指図」書き起こし図
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じ
個
所
に
二
つ
の
針
穴
は
な
い
の
で
、
本
図
を
作
成
し
た
際
か
、
本
図
か
ら
さ
ら
に

別
図
を
書
き
写
し
た
際
の
い
ず
れ
か
に
生
じ
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。
先
に
示
し
た

と
お
り
本
図
は
信
堅
自
筆
の
図
を
書
き
写
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
者
と
考

え
る
と
、
舗
設
の
位
置
な
ど
は
そ
の
際
の
も
の
を
す
べ
て
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
解

釈
で
き
る
。
た
だ
し
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

描
か
れ
た
高
野
山
大
塔
の
建
立
年
代　

高
野
山
大
塔
の
沿
革
を
概
観
す
る
と

（
表
）、
九
世
紀
初
期
に
空
海
が
計
画
し
、
九
世
紀
前
期
に
創
建
さ
れ
た
も
の
が
、
正

暦
五
年
（
九
九
四
）
に
焼
失
し
た
。
そ
の
後
、
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
に
再
建
、

久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
に
焼
失
、
久
寿
三
年
（
保
元
元
年
、
一
一
五
六
）
に
再

建
、
永
正
十
八
年
（
大
永
元
年
、
一
五
二
一
）
に
焼
失
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）

に
再
建
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
焼

失
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
再

建
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
焼

失
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
再
建

と
、
焼
失
・
再
建
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

本
図
の
元
と
な
る
図
を
信
堅
が
作
成
し
た

際
に
も
、
そ
の
後
に
書
写
し
た
際
に
も
、

久
寿
三
年
再
建
大
塔
が
建
っ
て
い
た
も
の

と
み
ら
れ
る
。

描
か
れ
た
建
物　

建
物
は
四
面
に
階
段
を

も
つ
方
形
の
壇
上
に
描
か
れ
、
南
面
に
は

参
道
を
描
く
。
建
物
の
最
外
周
は
方
五
間

に
二
十
本
の
柱
を
配
し
て
お
り
、
裳
階
と

考
え
ら
れ
る
。
南
面
中
央
三
間
、
東
面
・

北
面
の
各
中
央
間
に
両
開
き
の
扉
を
描

く
。
西
面
中
央
間
に
は
描
か
れ
て
い
な
い

が
、
書
き
落
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
内

部
に
は
、
円
形
に
十
二
本
の
柱
を
配
す

る
。
こ
の
円
形
柱
列
に
は
、
南
面
の
中
央

三
間
、
東
面
・
西
面
・
北
面
の
各
中
央
間

に
両
開
き
扉
を
描
く
。
そ
の
内
側
に
、
八

昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）・
一
一

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）

享
保
三
（
一
七
一
八
）

寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）・
六
・
七

寛
永
七
（
一
六
三
〇
）・
一
〇
・
四

慶
長
二
（
一
五
九
七
）・
三
・
二
一

永
正
一
八
（
大
永
元
、
一
五
二
一
）・
二
・
一
二

元
応
二
（
一
三
二
〇
）・
四
・
二

弘
安
八
（
一
二
八
五
）・
一
〇
・
二
一

鎌
倉
前
期

保
元
三
（
一
一
五
八
）・
九
・
二
九

久
寿
三
（
保
元
元
、
一
一
五
六
）・
四

久
安
五
（
一
一
四
九
）・
一
二

康
和
五
（
一
一
〇
三
）・
一
一

正
暦
五
（
九
九
四
）・
七
・
六

九
世
紀
前
半

年
　
月
　
日

表
　
高
野
山
大
塔
の
沿
革

再
建
（
第
六
次
）、
現
存

宝
蔵
失
火
に
て
類
焼

― 再
建
上
棟
（
第
五
次
）

雷
火
に
て
焼
亡

再
建
供
養
（
第
四
次
）

西
院
出
火
に
て
類
焼

大
塔
供
養

石
町
卒
塔
婆
供
養
曼
荼
羅
供

― ― 再
建
供
養
（
第
三
次
）

雷
火
に
て
焼
亡

再
建
供
養
（
第
二
次
）

雷
火
に
て
焼
亡

創
建
（
第
一
次
）

出
　
来
　
事

『
高
野
山
根
本
大
塔
の
研
究
』

『
弘
法
大
師
壱
千
年
御
遠
忌
紀
要
』

『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
指
図

『
愚
子
見
記
』
に
記
録

『
匠
明
』
指
図

『
西
南
院
文
書
』
第
九
巻
「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
記
録
」

「
金
沢
文
庫
指
図
九
六
号
」

「
高
野
山
絵
図
」

『
山
槐
記
』

「
高
野
山
根
本
大
塔
興
廃
日
記
」
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
条

「
大
塔
興
廃
注
進
状
」

「
高
野
山
根
本
大
塔
興
廃
日
記
」
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
条

典
拠
・
関
連
史
料
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角
形
に
八
本
の
柱
を
配
し
、
正
面
お
よ
び
背
面
に
両
開
き
の
扉
と
階
段
を
描
く
。
他

の
柱
間
は
な
に
も
描
い
て
い
な
い
が
、
な
ん
ら
か
の
柱
間
装
置
が
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
内
側
に
、
方
一
間
に
四
本
の
柱
を
配
し
て
お
り
、
四
天
柱

に
あ
た
る
。
柱
間
装
置
は
描
い
て
い
な
い
。
中
央
に
心
柱
は
描
か
な
い
。
各
柱
列

は
、
そ
れ
ぞ
れ
等
間
で
、
裳
階
中
央
間
の
柱
列
に
概
ね
揃
っ
て
い
る
。

な
お
、
壇
は
方
約
二
七
・
六
糎
で
描
か
れ
て
お
り
、
十
分
の
一
の
縮
尺
で
描
い
た

と
す
れ
ば
、
二
十
七
・
六
米
の
規
模
と
な
る
。
一
尺
を
三
〇
・
三
糎
で
換
算
す
れ

ば
、
九
十
二
尺
と
な
る
。
こ
れ
は
、「
高
野
山
根
本
大
塔
興
廃
日
記
」
嘉
保
二
年

（
一
〇
九
五
）
条
に
、
創
建
大
塔
が
「
土
壇
九
丈
余
」、
同
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）

条
に
康
和
再
建
大
塔
が
「
礎
定
土
壇
九
丈
六
尺
」
と
あ
る
の
と
、
概
ね
一
致
す
る
。

た
だ
し
、
後
述
す
る
通
り
、
柱
間
間
隔
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。

描
か
れ
た
舗
設
お
よ
び
座
位　

つ
い
で
、
舗
設
お
よ
び
座
位
を
確
認
す
る
。
中
央
の

四
本
の
柱
の
内
側
北
寄
り
に
東
か
ら
「
安
養
院
長
老
」・「
南
勝
坊
〔
院
〕僧
都
禅
円
」・「
大

勧
進
實
融
」
の
座
を
設
け
る
。
八
角
形
と
円
形
の
柱
列
の
間
に
は
、
東
・
西
各
面
に

円
形
の
柱
列
に
沿
っ
て
、「
衲
衆
」
の
座
を
設
け
る
。
こ
れ
と
は
別
に
南
面
西
寄
り

に
は
、
長
方
形
の
座
を
設
け
、
外
側
に
屏
風
を
立
て
る
。
円
形
の
柱
列
と
裳
階
の
柱

列
の
間
に
は
、
南
面
東
寄
り
に
「
勅
使
」、
東
面
南
寄
り
に
「
四
位
院
司
」、
東
面
北

寄
り
に
「
惣
在
廰
」、
西
面
に
「
甲
衆
四
十
一
人
」、
北
面
東
寄
り
に
「
甲
衆
九

人
」、
北
面
西
寄
り
に
「
十
弟
子
六
人
」
の
座
を
そ
れ
ぞ
れ
設
け
る
。
さ
ら
に
裳
階

外
側
の
壇
上
に
は
、
東
南
隅
お
よ
び
西
南
隅
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
堂
童
子
二
人
」
の
座

を
設
け
る
。
そ
し
て
、
壇
下
の
南
方
東
寄
り
に
は
、「
主
典
代
」
と
「
廰
官
」
の
座

を
設
け
て
お
り
、
黒
木
（
皮
付
な
ど
粗
い
製
材
）
に
よ
る
建
物
を
鬘
で
荘
厳
す
る
。

堂
内
の
各
役
に
は
、
裏
書
に
人
物
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
勅
使
を
「
左
大
弁
宰
相
公（三

明条）」
が
つ
と
め
、
後
宇
多
院
の
四
位
院
司
で
あ
っ
た
「
内
蔵
頭
實（三
条
）治」、
僧
綱
所
の

惣
在
廰
で
あ
っ
た
「
維
縁
・
昭
〔
照
〕縁
」
の
父
子
が
出
席
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
）
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
と
の
比
較

金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
に
つ
い
て　

久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
再
建
の
高
野
山
大
塔
を

描
い
た
指
図
と
し
て
、
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
が
確
認
さ
れ
て
い
る）3（
（

。
上
野
勝
久
に
よ

り
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
、
高
野
山
の
麓
か
ら
山
上
ま
で
一
町
ご
と
に
置
か
れ
た
木
製

の
町
卒
塔
婆
が
朽
損
し
、
石
造
の
町
卒
塔
婆
に
建
て
替
え
ら
れ
た
際
に
、
弘
安
八
年

（
一
二
八
五
）
高
野
山
大
塔
で
お
こ
な
わ
れ
た
供
養
の
舗
設
を
描
い
た
も
の
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
本
図
と
比
較
し
、
共
通
点
と
相
違
点
を
検
討
し
た
い
（
図
二
）。

共
通
点　

ま
ず
共
通
点
と
し
て
、
描
か
れ
た
高
野
山
大
塔
の
柱
の
数
を
挙
げ
ら
れ

る
。
最
外
周
に
方
五
間
に
二
十
本
の
柱
を
配
し
、
裳
階
と
す
る
。
つ
づ
い
て
、
円
形

に
十
二
本
の
柱
を
配
し
、
そ
の
内
側
に
八
角
形
に
八
本
の
柱
を
配
し
、
さ
ら
に
内
側

に
方
一
間
に
四
本
の
柱
を
配
す
る
。
壇
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
建
物
を
描
い
た
貼

紙
に
接
し
て
、
後
述
す
る
階
段
を
描
く
こ
と
か
ら
、
貼
紙
が
壇
を
あ
ら
わ
す
も
の
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
形
状
は
一
致
す
る
。
ま
た
柱
間
装
置
は
、
最
外
周
は
南
面
中
央
三

間
お
よ
び
東
・
西
・
北
面
の
各
中
央
間
を
「
妻
戸
」、
そ
の
他
を
「
連
子
」
と
す

る
。
円
形
の
柱
列
は
南
面
中
央
三
間
お
よ
び
東
・
西
・
北
面
の
各
中
央
間
を
「
妻

戸
」、
そ
の
他
を
「
壁
」
と
す
る
。
八
角
形
の
柱
列
お
よ
び
中
央
方
一
間
に
は
柱
間

装
置
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
。
八
角
形
の
柱
列
の
南
面
お
よ
び
北
面
に
階
段
を
描

く
の
は
共
通
す
る
。

ま
た
舗
設
を
確
認
す
る
と
、
円
形
柱
列
と
八
角
柱
列
間
の
南
面
西
寄
り
に
設
け
た

座
と
屏
風
が
一
致
す
る
。
ど
ち
ら
の
図
に
も
役
職
等
を
記
し
て
お
ら
ず
、
常
置
さ
れ

て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

相
違
点　

以
上
の
よ
う
に
、
柱
の
数
、
柱
間
装
置
、
内
部
の
階
段
に
つ
い
て
本
図
と

金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
が
一
致
す
る
一
方
で
、
相
違
点
も
あ
る
。
ま
ず
裳
階
の
柱
間
間

隔
で
あ
る
が
、
本
図
で
は
等
間
で
描
く
の
に
対
し
て
、
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
で
は
、

円
形
の
柱
列
と
裳
階
の
柱
列
の
柱
筋
を
あ
わ
せ
て
描
い
た
結
果
、
中
央
間
が
狭
く
、

端
間
が
広
く
な
っ
て
い
る
。
通
常
の
柱
配
置
と
し
て
は
想
定
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
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作
図
の
便
宜
上
生
じ
た
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
金

沢
文
庫
所
蔵
指
図
で
は
、
柱
間
寸
法
と
し
て
、
裳

階
柱
列
と
円
形
柱
列
間
の
間
を
「
内
ノ
リ
六
尺
一

寸
」、
円
形
柱
列
と
八
角
形
柱
列
の
間
を
「
一

丈
」、
八
角
形
柱
列
と
方
一
間
の
柱
列
と
の
間
を

「
六
尺
」
と
記
し
な
が
ら
、
描
か
れ
た
柱
間
間
隔

の
バ
ラ
ン
ス
は
異
な
っ
て
お
り
、
作
図
の
精
度
が

高
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
金
沢

文
庫
所
蔵
指
図
の
柱
間
間
隔
の
記
述
は
、
本
図
に

描
か
れ
た
柱
間
間
隔
と
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
儀

式
次
第
を
描
い
た
図
一
般
に
お
け
る
作
図
の
精
度

と
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

ま
た
舗
設
の
う
ち
、
裳
階
柱
列
と
円
形
柱
列
の

間
の
座
は
、
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
で
は
、
南
面
西

寄
り
に
設
け
る
の
み
で
あ
り
、
座
位
に
あ
わ
せ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
3
）
久
寿
三
年
再
建
大
塔
の
特
徴

高
野
山
大
塔
に
関
す
る
先
行
研
究　

高
野
山
大
塔

は
、
真
言
宗
の
多
宝
塔
の
祖
形
を
示
す
点
で
、
重

要
な
意
義
を
も
つ
と
さ
れ
、
多
く
の
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
。
昭
和
再
建
に
前
後
す
る
も
の
と
し

て
、
エ
フ
・
エ
ム
・
ト
ラ
ウ
ツ
お
よ
び
河
野
清
晃

に
よ
る
創
建
経
緯
な
ど
に
関
す
る
研
究）3（
（

、
福
山
敏

男
に
よ
る
初
期
真
言
宗
寺
院
と
し
て
の
概
観）3（
（

、
足

立
康
に
よ
る
創
建
大
塔
を
主
と
し
た
形
態
に
関
す

図 2　金沢文庫所蔵指図書き起こし図
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創建大塔

（藤井恵介『密教建築空間論』所収）

久寿再建大塔

（西南院蔵指図）

慶長再建大塔

（『匠明』所収）

寛永再建大塔

（『高野春秋編年輯録』所収）

昭和再建大塔

（『高野町の歴史的建造物』所収）

天保再建西塔（参考）

（『高野町の歴史的建造物』所収）

図 3　高野山大塔の変遷
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る
復
元
的
な
考
察
が
あ
り）3（
（

、
ま
た
天
沼
俊
一
に
よ
る
論
考
で
は
昭
和
再
建
以
前
の
基

壇
の
状
況
を
記
し
て
い
る）3（
（

。

そ
の
後
、
濵
島
正
士
に
よ
る
天
台
系
多
宝
塔
に
関
す
る
論
考
で
も
言
及
さ
れ）（1
（

、
こ

れ
に
対
し
て
、
清
水
擴
に
よ
る
新
た
な
創
建
大
塔
の
復
元
案
が
示
さ
れ
た）（（
（

。

そ
の
後
、
前
述
の
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
が
報
告
さ
れ）（2
（

、
こ
れ
を
受
け
て
、
藤
井
恵

介
に
よ
り
久
寿
三
年
再
建
大
塔
、
康
和
五
年
再
建
大
塔
、
創
建
塔
の
復
原
的
な
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る）（3
（

。
ま
た
近
年
で
は
、
昭
和
再
建
大
塔
が
、
近
代
和
風
建
築
調
査）（（
（

や

高
野
町
に
お
け
る
歴
史
的
建
造
物
の
悉
皆
調
査）（（
（

に
お
い
て
評
価
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

久
寿
三
年
再
建
大
塔
の
特
徴　

上
記
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
高
野
山
大
塔
の
変
遷

を
図
三
に
示
す
。
本
図
と
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
で
は
、
柱
の
数
お
よ
び
柱
間
装
置
は

一
致
し
て
お
り
、
久
寿
三
年
再
建
大
塔
の
柱
の
数
を
正
し
く
示
し
て
い
る
蓋
然
性
が

高
い
。
先
行
研
究
で
想
定
さ
れ
て
い
る
前
後
の
塔
の
柱
配
置
と
比
較
す
る
と
、
二
点

の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
柱
が
初
重
に
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
と
、
八

角
形
の
柱
列
が
八
本
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

心
柱　
「
高
野
山
大
塔
興
廃
日
記
」
嘉
保
二
年
条
で
は
創
建
大
塔
に
つ
い
て
、「
大
塔

心
柱
長
十
五
丈
五
尺
二
寸
」
と
あ
り
、
同
康
和
二
年
条
で
は
康
和
再
建
大
塔
に
つ
い

て
、「
心
柱
八
丈
二
尺
」「
今
塔
高
十
三
丈
五
尺
歟
」
と
あ
る
。
創
建
大
塔
で
は
心
柱

が
初
重
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
康
和
再
建
大
塔

で
は
初
重
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
上
重
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

久
寿
再
建
大
塔
は
、
康
和
再
建
大
塔
と
同
じ
く
、
心
柱
は
上
重
か
ら
立
ち
上
が
り
、

初
重
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

八
角
形
柱
列　

八
角
形
の
柱
列
に
つ
い
て
は
、「
高
野
山
大
塔
興
廃
日
記
」
康
和
二

年
条
に
あ
る
康
和
再
建
大
塔
の
「
仏
壇
柱
十
二
本
八
角
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

と
思
わ
れ
、
同
嘉
保
二
年
条
に
あ
る
創
建
大
塔
の
「
母
屋
柱
十
六
本
」
の
う
ち
に
方

一
間
の
柱
四
本
と
と
も
に
含
ま
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
創
建
大
塔
と

康
和
再
建
大
塔
の
い
ず
れ
も
十
二
本
の
柱
が
並
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
に
収
録
さ
れ
る
大
塔
図
と
、『
匠
明
』
に
収
録
さ
れ
る

「
高
野
大
塔
図
」
を
み
る
と
、
前
者
で
は
円
形
に
並
ぶ
十
二
本
の
柱
が
、
後
者
で
は

八
角
形
に
並
ぶ
十
二
本
の
柱
が
確
か
め
ら
れ
る
。
本
図
の
八
角
形
の
柱
列
八
本
に
加

え
て
、
隅
行
柱
筋
の
各
面
に
計
四
本
の
柱
を
立
て
て
い
る
。
同
位
置
の
柱
に
つ
い
て

は
、
近
年
、
箱
崎
和
久
お
よ
び
北
脇
翔
平
が
、
奈
良
市
疋
田
町
の
菅
原
遺
跡
（
近
郊

に
所
在
す
る
菅
原
寺
で
入
寂
し
た
行
基
に
関
連
す
る
と
目
さ
れ
る
）
で
発
見
さ
れ
た

円
形
平
面
を
も
つ
Ｓ
Ｂ
一
四
〇
の
上
部
構
造
を
復
元
考
察
す
る
な
か
で
検
討
し
て
い

る
。
天
文
二
十
五
年
（
一
五
五
六）（（
（

）
の
年
記
を
も
つ
露
盤
銘
の
写
し
が
あ
る
慈
光
寺

開
山
塔
（
埼
玉
県
と
き
が
わ
町
）
の
屋
根
を
受
け
る
柱
十
二
本
が
基
壇
上
よ
り
立
ち

上
が
り
、
こ
の
う
ち
対
角
線
上
の
四
本
が
、
隅
木
な
ど
の
荷
重
を
受
け
る
こ
と
を
指

摘
し
た
う
え
で
、『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
に
収
録
さ
れ
る
大
塔
図
の
柱
配
置
を
、

多
宝
塔
の
初
源
的
形
態
と
み
る）（（
（

。
大
塔
図
に
つ
い
て
、
図
が
描
か
れ
た
時
期
な
ど
検

討
の
余
地
を
多
く
残
す
も
の
の
、
隅
行
位
置
の
四
本
の
柱
が
構
造
上
の
利
点
が
大
き

い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
図
と
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
に
記
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
、
久
寿
三
年
再
建
大
塔
の
上
重
柱
が
初
重
か
ら
立
ち
上
が
ら
な
い

可
能
性
な
ど
を
想
定
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。

柱
間
装
置　

本
図
お
よ
び
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
で
明
ら
か
に
な
る
最
外
周
の
柱
列
お

よ
び
円
形
の
柱
列
の
柱
間
装
置
は
一
致
し
、
こ
の
う
ち
最
外
周
の
柱
列
は
「
高
野
山

大
塔
興
廃
日
記
」
康
和
二
年
条
に
記
さ
れ
る
康
和
再
建
大
塔
と
も
一
致
す
る
。
加
え

て
、
本
図
で
は
八
角
形
柱
列
の
南
北
中
央
間
に
両
開
き
の
扉
を
描
い
て
お
り
、
他
の

柱
間
に
も
何
ら
か
の
柱
間
装
置
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
考
え

ら
れ
た
も
の
に
比
べ
て
、
よ
り
厳
重
な
結
界
が
八
角
柱
列
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
図
は
、
久
寿
再
建
大
塔
を
描
い
た
図
と
し
て
、
建
築
史
上
に

お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
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鎌
倉
後
期
の
高
野
山
の
中
心
に
あ
っ
た
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
再
建
大
塔
は
、

十
四
年
に
及
ぶ
修
造
事
業
に
よ
っ
て
偉
容
を
取
り
戻
し
、
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）

の
落
慶
供
養
で
盛
大
に
荘
厳
さ
れ
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔

供
養
記
録
」（
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
九
巻
）
は
、
そ
の
供
養
の
実
態
を

伝
え
る
文
献
史
料
と
し
て
、
貴
重
な
価
値
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
元
応

二
年
高
野
山
大
塔
供
養
指
図
」
に
つ
い
て
も
、
久
寿
三
年
再
建
大
塔
の
特
徴
を
う
か

が
う
上
で
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
金
沢
文
庫
所
蔵
指
図
と
並
ぶ
好
史
料
と
評

価
で
き
よ
う
。

元
応
二
年
の
大
塔
供
養
が
、
同
時
期
の
高
野
山
に
と
っ
て
重
要
な
歴
史
的
意
義
を

帯
び
る
儀
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
高
野
山
に
支
援
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
後
宇
多
院
に
と
っ
て
も
、
自
己
の
治
世
下
に
お
い
て
、
大
塔
修
造
事
業
の
完

了
と
、
落
慶
供
養
の
実
現
を
見
た
こ
と
は
、
そ
の
密
教
興
隆
の
達
成
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
高
野
山
と
後
宇
多
院
・
後
醍
醐
天
皇
を
結
び
つ
け
る
結
節

点
の
役
割
を
果
た
し
た
人
物
こ
そ
、
大
塔
供
養
の
導
師
を
つ
と
め
た
禅
助
（
東
寺
座

主
・
一
長
者
）
に
他
な
ら
な
い
。

鎌
倉
後
期
の
高
野
山
と
、
大
覚
寺
統
の
推
進
し
た
密
教
興
隆
と
の
関
係
は
、
大
塔

修
造
事
業
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
余
地
が
あ
る
。
今
後
、

本
稿
の
成
果
を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
研
究
を
期
し
て
擱
筆
し
た
い
。

注（
１
）
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
三
○
号
・
第
三
二
号
・
第
三
三
号
（
二

○
二
○
・
二
二
・
二
三
年
）。
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
全
十
一
巻
の
概
要
に

つ
い
て
は
、
同
誌
第
三
〇
号
の
「
解
題
」（
坂
口
太
郎
執
筆
）
一
四
二
～
一
四
五
頁

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
第
一
紙
か
ら
第
七
紙
ま
で
の
一
紙
の
長
さ
は
、
次
の
通
り
（
糊
代
を
除
く
）。
第

一
紙
三
九
・
二
糎
、
第
二
紙
四
八
・
七
糎
、
第
三
紙
四
九
・
一
糎
、
第
四
紙
四
九
・

二
糎
、
第
五
紙
四
九
・
三
糎
、
第
六
紙
四
九
・
一
糎
、
第
七
紙
四
九
・
三
糎
。

（
３
）
「
二
」
の
下
は
「
申
」
と
判
読
で
き
る
。
元
応
二
年
の
干
支
は
庚
申
で
あ
る
の

で
、
当
初
、「
元
応
」
の
下
を
「
申
」
と
誤
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
４
）
な
お
、「
大
塔
供
養
記
録
」
で
は
、
料
紙
に
打
紙
加
工
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
四
月
二
日
条
の
「
導
師
三
蔵
院
日
円
房
覚
知
」
の
「
知
」
に
、「
和
歟
」
と
い
う

傍
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
同
記
が
原
本
（
清
書
本
）
で
は
な
い
可
能
性

を
高
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

（
５
）
鎌
倉
市
文
化
財
総
合
目
録
編
さ
ん
委
員
会
編
著
『
鎌
倉
市
文
化
財
総
合
目
録 

古

文
書
・
典
籍
・
民
俗
篇
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
年
）
六
七
四
～
六
七
五
、
六

七
七
頁
。

（
６
）
鈴
木
智
弁
編
『
西
院
流
八
結
并
厶
言
』（
弘
法
大
師
一
千
百
年
御
忌
事
務
局
、
一

九
三
四
年
）
所
収
「
ム
言
」
五
九
丁
オ
。

（
７
）
な
お
、
田
島
光
男
「
西
院
流
伝
法
灌
頂
相
承
血
脈
鈔
に
つ
い
て
」（『
三
浦
古
文

化
』
第
四
〇
号
、
一
九
八
六
年
）、
甲
田
宥
吽
「
親
王
院
本
『
西
院
流
血
脈
』」（『
高

野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
の
西
院
流
の

血
脈
に
は
、
慶
瑜
の
名
を
見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
し
、『
血
脈
類
集
記
』
第
十
二

（『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
）
に
よ
れ
ば
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
二
月
五

日
、
元
瑜
（
西
院
流
元
瑜
方
の
祖
）
が
、
鎌
倉
佐
々
目
に
お
い
て
大
法
師
経
元
に
印

可
（
許
可
灌
頂
）
を
授
け
た
際
、
鎮
守
読
経
を
つ
と
め
た
二
人
の
う
ち
に
、「
慶
瑜

律
師
」
の
名
が
見
え
る
。

（
８
）
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編 

中
世
四
（
兵
庫
県
、
一
九
八
九
年
）
五
八
九
～
五
九
〇
頁
。

（
９
）
大
塔
の
造
立
・
修
造
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
『
紀
伊
続
風
土
記
』

高
野
山
之
部 

巻
之
二 

伽
藍
之
一
「
根
本
大
塔
」
お
よ
び
巻
之
五
十
二
「
寺
領
沿
革

別
録
一 

大
塔
領
之
上
」、
藤
井
恵
介
「
高
野
山
大
塔
の
形
態
に
つ
い
て
」（『
密
教
建

築
空
間
論
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
（1
）
後
宇
多
と
真
言
密
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
坂
口
太
郎
「
後
宇
多
院
関
係
史
料
・

研
究
文
献
目
録
稿
（
上
）」（『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
五
号
、

二
〇
一
二
年
）
の
「
E.
仏
教
」
の
項
に
、
研
究
文
献
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
後
宇
多
自
筆
『
御
手
印
遺
告
』「
可
!

崇
%

重
南
山
幷
宀
一
山
$

縁
起
第
十
六
」（『
大

覚
寺
文
書
』。『
宸
翰
英
華
』
第
一
冊
第
六
二
号
）。

（
（2
）
（
徳
治
二
年
）
十
一
月
二
十
六
日
付
「
後
宇
多
院
院
宣
写
」（
東
京
大
学
文
学
部
日
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本
史
学
研
究
室
所
蔵
「
大
塔
修
造
関
係
文
書
写
」
①
）。
以
下
、「
大
塔
修
造
関
係
文

書
写
」
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
編
『
弘
法
大
師
と
高
野
参
詣
』（
和
歌

山
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）
八
三
番
の
図
版
に
よ
る
。

（
（3
）
（
徳
治
三
年
）
五
月
十
七
日
付
「
関
東
請
文
写
」（
前
注
「
大
塔
修
造
関
係
文
書

写
」
②
）。

（
（（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
坂
口
太
郎
「
北
畠
親
房
と
真
言
密
教
」（『
皇
學
館
大
学
研

究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
紀
要
』
第
三
〇
輯
、
二
〇
一
四
年
）
七
〇
～
七

一
頁
に
て
、『
亀
山
殿
御
談
義
雑
記
』（『
仁
和
寺
御
経
蔵
聖
教
』
第
九
五
函
第
二
四

号
）
に
も
と
づ
き
指
摘
し
た
。
本
稿
で
紹
介
す
る
「
大
塔
供
養
指
図
」
は
、
信
堅
が

作
成
し
た
自
筆
の
指
図
を
原
図
と
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
大
塔
修
造
事
業
に
深
く
関

与
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
興
味
深
い
。

な
お
、
信
堅
に
つ
い
て
は
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
高
野
山
之
部 

巻
之
三
十
五 

高

僧
行
状
部
巻
之
二
「
大
楽
院
信
堅
伝
」、
中
村
本
然
「『
釈
摩
訶
衍
論
私
記
』
に
つ
い

て
」（
高
野
山
大
学
創
立
百
十
周
年
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
高
野
山
大
学
論

文
集
』
高
野
山
大
学
、
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
（（
）
徳
治
三
年
八
月
二
十
三
日
付
「
後
宇
多
院
院
宣
写
」（
注
（
（2
）
前
掲
「
大
塔
修

造
関
係
文
書
写
」
③
）。

（
（（
）
朝
廷
に
よ
る
高
野
山
へ
の
大
塔
修
造
料
所
寄
進
に
つ
い
て
は
、
相
田
二
郎
「
中
世

関
所
の
研
究
」（『
中
世
の
関
所
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
。
初
刊
一
九
四
三

年
。
初
出
一
九
二
四
～
二
五
年
）
九
四
～
九
五
頁
、
村
田
正
志
「
社
寺
造
営
料
国
の

研
究
」（『
村
田
正
志
著
作
集
』
第
五
巻 

国
史
学
論
説
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
五

年
。
初
出
一
九
三
七
年
）
三
六
六
～
三
六
七
頁
も
参
照
。

ま
た
、『
表
諷
讃
雑
集
』
乾
（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
一 

表
白
祭
文
部
）
や
真

福
寺
所
蔵
『
富
楼
那
集
紙
背
文
書
』（『
真
福
寺
善
本
叢
刊
』
第
二
期
（ 

中
世
唱
導

資
料
集
二
）
に
は
、
修
造
料
所
の
獲
得
に
む
け
て
の
高
野
山
側
の
動
向
を
伝
え
る
、

延
慶
二
・
三
年
（
一
三
〇
九
・
一
〇
）
の
文
書
を
収
め
る
。

（
（（
）
（
徳
治
三
年
）
八
月
二
十
四
日
付
「
東
寺
座
主
御
教
書
」（『
高
野
山
文
書 

宝
簡

集
』
二
。『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
〇
巻
第
二
三
三
四
一
号
）。

（
（（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
真
木
隆
行
「
東
寺
座
主
構
想
の
歴
史
的
変
遷
」（『
仏
教
史

学
研
究
』
第
四
一
巻
第
二
号
、
一
九
九
九
年
）
七
一
頁
参
照
。

（
（（
）
引
用
は
、
東
宝
記
刊
行
会
編
『
国
宝 

東
宝
記 

原
本
影
印
（
巻
五
～
巻
八
）』（
東

京
美
術
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。

（
21
）
『
醍
醐
寺
文
書
』
第
九
五
函
第
一
七
号
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
、

〔
請
求
記
号
〕
六
一
七
一
．
六
二
―
四
五
）。
同
本
は
、
醍
醐
寺
三
宝
院
義
演
が
、
慶

長
二
年
（
一
五
九
七
）
三
月
四
日
に
書
写
し
た
写
本
で
あ
る
。
義
演
は
、
同
月
二
十

一
日
に
、
大
塔
供
養
（
大
檀
那
豊
臣
秀
吉
、
願
主
木
食
応
其
）
の
導
師
を
勤
仕
す
る

た
め
、
元
応
二
年
の
大
塔
供
養
の
際
に
導
師
を
勤
仕
し
た
禅
助
の
『
高
野
大
塔
供
養

記
』
を
写
し
、
こ
れ
を
指
南
に
用
い
た
の
で
あ
っ
た
（『
義
演
准
后
日
記
』
同
年
三

月
四
日
条
）。

『
高
野
大
塔
供
養
記
』
は
、
義
演
の
写
本
以
外
に
も
、
真
言
宗
内
で
流
布
し
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
清
和
院
亮
快
が
書
写
さ
せ
た
も
の

が
、
仁
和
寺
塔
中
蔵
に
『
東
寺
長
者
高
野
山
拝
堂
記
・
高
野
山
大
塔
供
養
記
』
と
い

う
題
名
で
伝
わ
る
（
第
四
四
函
第
一
三
号
）。

（
2（
）
元
応
二
年
四
月
二
日
付
「
後
宇
多
院
々
庁
諷
誦
文
」（『
興
山
寺
文
書
』。
菅
原
在

兼
作
、
世
尊
寺
行
尹
清
書
）。
高
野
山
史
編
纂
所
（
中
田
法
寿
）
編
『
高
野
山
文

書
』
第
七
巻 

旧
行
人
方
一
派
文
書
（
高
野
山
文
書
刊
行
会
、
一
九
三
八
年
）
第
三

号
（
写
）・
第
一
三
七
号
（
原
本
）。『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
五
巻
第
二
七
四
二
八
号

は
、
写
に
依
拠
し
た
た
め
、
翻
刻
に
誤
脱
を
含
ん
で
お
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
諷
誦
文
の
作
者
・
清
書
者
に
つ
い
て
は
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
七
月

十
三
日
付
「
紀
伊
高
野
山
大
塔
料
所
文
書
御
影
堂
奉
納
目
録
」（『
高
野
山
文
書 

続

宝
簡
集
』
十
。『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
六
巻
第
二
八
〇
九
六
号
）
に
よ
る
。

（
22
）
高
野
山
金
剛
三
昧
院
蔵
「
大
塔
供
養
誦
経
導
師
」（
高
野
山
大
学
図
書
館
寄
託
、

〔
請
求
記
号
〕
普
九
二
／
タ
金
／
四
）
に
は
、
大
塔
供
養
に
お
け
る
表
白
と
次
第
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
表
白
は
、
誦
経
導
師
を
つ
と
め
た
三
蔵
院
覚
和
（
高

野
八
傑
の
ひ
と
り
）
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
覚
和
に
つ
い
て
は
、
和
田
性
海
編

『
真
言
宗
全
書
』
解
題
（
真
言
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
三
七
年
）
三
三
五
～
三
三
六

頁
に
詳
し
い
。

（
23
）
高
野
山
金
剛
三
昧
院
蔵
「
大
塔
供
養
勅
使
父
子
共
奥
院
書
之
元
□
〔
応
〕二

年

　
　
　
　

」（
高
野
山

大
学
図
書
館
寄
託
、〔
請
求
記
号
〕
特
二
六
／
タ
金
／
七
）
所
収
。

（
2（
）
引
用
は
、
注
（
22
）
前
掲
高
野
山
金
剛
三
昧
院
蔵
「
大
塔
供
養
誦
経
導
師
」
に
よ
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る
。

（
2（
）
延
慶
二
年
五
月
四
日
付
「
高
野
山
検
校
尚
寛
書
状
」（『
高
野
山
文
書 

宝
簡
集
』

二
。『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
一
巻
第
二
三
六
八
四
号
）。
実
融
に
つ
い
て
は
、
甲
田
宥
吽

「
意
教
上
人
伝
攷
（
下
）」（『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
三
号
、
二

〇
〇
〇
年
）
五
四
～
六
〇
頁
、
ま
た
実
融
の
大
勧
進
職
就
任
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
は
、
太
田
直
之
「
中
世
高
野
山
の
勧
進
活
動
」（『
中
世
の
社
寺
と
信
仰
』
弘

文
堂
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出
二
〇
〇
七
年
）
二
六
～
三
二
頁
に
詳
し
い
。

（
2（
）
こ
の
安
養
院
長
老
に
つ
い
て
は
、
比
定
す
べ
き
人
物
を
確
定
で
き
な
い
が
、
年
代

的
に
、
次
の
二
つ
の
史
料
に
所
見
す
る
、
い
ず
れ
か
の
人
物
で
あ
ろ
う
。

①
『
伝
受
類
集
鈔
』
十
八
、
裏
書
「
妊
者
帯
加
持
・
小
児
夜
啼
方
・
産
児
湯
加
持
」

（『
高
山
寺
聖
教
』
第
一
〇
三
函
第
一
七
号
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真

帳
、〔
請
求
記
号
〕
六
一
一
四
―
一
一
六
―
九
）、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
三
月

四
日
付
恵
林
房
経
弁
書
写
奥
書
。
文
中
に
、「
已
上
、
高
野
参
籠
之
時
、
於
%

宝
幢

院
之
宿
坊
$、
以
%

安
養
院
長
老
明
源
上
人
之
本
$、
書
!

之
了
」
と
あ
り
。

②
『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

尊
卑
分
脈
』
第
一
篇
、
九
四
頁
。「
融
性
関
〔
開
イ
〕源上

人

高
野
安
養
院長老 

」 （
二

条
良
実
の
孫
、
尋
源
法
印
の
子
）。

（
2（
）
な
お
、
中
世
前
期
に
お
け
る
高
野
山
へ
の
巡
路
に
つ
い
て
は
、
堀
内
和
明
「
中
世

前
期
の
高
野
参
詣
と
そ
の
巡
路
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
一
九
号
、
一
九
九
九
年
）
に

詳
し
い
。

（
2（
）
飛
行
三
鈷
に
つ
い
て
は
、
森
田
竜
僊
「
飛
行
三
鈷
」（『
高
野
の
三
大
宝
』
高
野
山

大
学
出
版
部
、
一
九
四
三
年
。
初
出
一
九
三
三
年
）、
菊
地
勇
次
郎
「
飛
行
三
鈷
」

（『
浄
土
信
仰
の
展
開
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
。
初
出
一
九
六
二
年
）、
浜
畑
圭

吾
「
三
鈷
投
擲
説
話
の
展
開｣

（『
平
家
物
語
生
成
考
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四

年
。
初
出
二
〇
〇
九
年
）、
戸
波
智
子
「
中
世
の
飛
行
三
鈷
伝
承
」（『
語
文
論
叢
』

第
二
七
号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
2（
）
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
八
月
に
作
成
さ
れ
た
「
金
剛
峯
寺
御
影
堂
奉
納
御
物
文

書
新
定
目
録
上
」（『
高
野
山
文
書 

続
宝
簡
集
』
六
十
二
。『
大
日
本
古
文
書 

高
野

山
文
書
之
三
』
第
五
一
二
号
）
に
は
、「
飛
行
三
鈷
一
枚
御
奉
納
院（後
嵯
峨
院
）

宣
在
!

之
。
奉
!

納
%

小
唐
櫃
$。

勅
符

〔
封
〕被
!

付
!

之　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

と
あ
る
。
前
注
戸
波
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
飛
行
三
鈷
は
、
正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
）
の
高
野
御
幸
の
際
に
後
嵯
峨
院
が
奉
納
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
奉
納
以
後
に
勅
封
が
付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
ど
の
天
皇
の
勅
封
で

あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
31
）
坂
口
太
郎
「
後
醍
醐
天
皇
の
寺
社
重
宝
蒐
集
に
つ
い
て
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌

倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
3（
）
な
お
、
後
醍
醐
は
禅
助
か
ら
許
可
灌
頂
を
受
け
る
な
ど
（『
神
皇
正
統
記
』）、
早

く
か
ら
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
後
宇
多
の
死
後
、
後
醍
醐
が
禅
助
に
宛
て
た
自
筆

消
息
に
は
、
真
言
密
教
へ
の
信
仰
を
吐
露
し
た
内
容
も
あ
る
（『
仁
和
寺
文
書
』。

『
宸
翰
英
華
』
第
一
冊
第
一
九
九
号
）。
高
野
大
塔
供
養
が
行
な
わ
れ
た
時
期
の
後
醍

醐
と
禅
助
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
い
後
醍
醐
の
消
息
も
踏
ま

え
て
、
別
の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
32
）
後
醍
醐
に
よ
る
『
高
野
山
御
手
印
縁
起
』
の
召
し
出
し
に
つ
い
て
は
、
赤
松
俊
秀

「
高
野
山
御
手
印
縁
起
に
つ
い
て
」（『
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九

六
六
年
。
初
出
一
九
五
九
年
）、
小
山
靖
憲
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
の
成
立
」（『
中

世
寺
社
と
荘
園
制
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
。
初
出
一
九
八
七
年
）、
注
（
31
）
前

掲
坂
口
論
文
、
海
津
一
朗
「
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
「
御
手
印
縁
起
」
の
制
作
」（『
和

歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要 

人
文
科
学
』
第
六
九
集
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

（
33
）
な
お
、
こ
の
飛
行
三
鈷
の
勅
封
に
つ
い
て
は
、
中
世
後
期
で
も
記
憶
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
五
月
、
高
野
山
の
金
堂
十
穀
聖
で
あ
っ

た
定
賢
は
、
翌
月
に
迫
っ
た
金
堂
の
落
慶
供
養
に
併
せ
て
、
飛
行
三
鈷
を
開
帳
す
る

こ
と
を
計
画
し
、
仁
和
寺
御
室
覚
道
法
親
王
を
介
し
て
、
朝
廷
に
勅
封
の
下
賜
を
請

お
う
と
し
た
。
こ
の
お
り
に
、
覚
道
は
、
日
記
に
「
此
儀
誠
以
先
規
也
」
と
記
し
、

「
去
元
応
之
比
、
国（
禅
助
）師

大
僧
正
、
為
%

高
野
大
塔
供
養
$

下
向
。
彼
記
者
、
三
古
開

出
、
勅
符
〔
封
〕付
置
之
由
欠
〔
有
カ
〕

!

之
」
と
付
記
し
て
い
る
（『
永
正
十
三
年
八
月
日
次
記
』
永

正
十
七
年
五
月
二
十
六
日
条
。『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
十
一
、
永
正
十
七
年
六

月
二
十
七
日
条
所
引
）。

こ
れ
に
つ
い
て
、
太
田
直
之
「
高
野
山
と
十
穀
・
木
食
聖
」（
注
（
2（
）
前
掲
太

田
著
書
）
三
〇
〇
頁
は
、「
元
応
の
大
塔
供
養
と
は
、
金
（
金
剛
三
昧
院

剛
峰
寺カ
）

長
老
で
高
野
山
大

勧
進
と
な
っ
た
実
融
に
よ
る
造
営
の
際
の
も
の
だ
が
、
覚
道
自
身
が
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
確
か
に
こ
の
時
の
供
養
を
伝
え
る
諸
史
料
に
飛
行
三
鈷
開
帳
に
言
及
し
た
も

の
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
例
あ
り
と
す
る
の
は
、
高
野
山
側
の
主
張
に
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引
き
ず
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
不
詳
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、

文
中
の
「
彼
記
」
と
は
、
禅
助
の
『
高
野
大
塔
供
養
記
』
に
他
な
ら
ず
、
本
稿
で
紹

介
し
た
「
大
塔
供
養
記
録
」
も
併
せ
見
る
な
ら
ば
、
禅
助
を
始
め
と
す
る
多
く
の
関

係
者
が
飛
行
三
鈷
を
拝
観
し
た
の
は
疑
い
な
い
。
右
の
引
用
文
の
末
尾
は
、
傍
注
を

付
し
た
よ
う
に
、
字
形
の
相
似
に
よ
る
誤
写
が
想
定
さ
れ
る
。

（
3（
）
注
（
（（
）
前
掲
『
紀
伊
続
風
土
記
』、
中
村
論
文
参
照
。

（
3（
）
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書 

寺
院
指
図
編
』（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
一
九
八
八

年
）。
高
野
山
大
塔
お
よ
び
金
堂
を
描
い
た
と
み
ら
れ
る
「
曼
荼
羅
供
図
」
の
解
説

は
、
上
野
勝
久
に
よ
る
（
三
三
七
頁
）。

（
3（
）
エ
フ
・
エ
ム
・
ト
ラ
ウ
ツ
、
河
野
清
晃
共
編
『
高
野
山
根
本
大
塔
の
研
究
』（
高

野
山
金
剛
峯
寺
弘
法
大
師
一
千
百
年
御
遠
忌
大
法
会
事
務
局
、
一
九
三
四
年
）。

（
3（
）
福
山
敏
男
「
初
期
天
台
真
言
寺
院
の
建
築
」（『
福
山
敏
男
著
作
集
』
第
三
巻 

寺

院
建
築
の
研
究 

下
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
二
年
。
初
出
一
九
三
四
年
）。

（
3（
）
足
立
康
「
高
野
山
根
本
大
塔
と
そ
の
本
尊
」（『
足
立
康
著
作
集
』
第
三
巻 

塔
婆

建
築
の
研
究
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
七
年
。
初
出
一
九
四
一
年
）。

（
3（
）
天
沼
俊
一
『
日
本
古
建
築
行
脚
』（
白
井
書
房
、
一
九
四
二
年
）。

（
（1
）
濵
島
正
士
「
多
宝
塔
の
初
期
形
態
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
塔
集
成
』
中
央
公
論
美

術
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
一
九
七
五
年
）、
同
「
宝
塔
と
多
宝
塔
」（『
仏
教
芸

術
』
一
五
〇
、
一
九
八
三
年
）。
こ
の
後
、
濵
島
は
『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成 

十
二 

塔
婆
Ⅱ
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
も
、
改
め
て
多

宝
塔
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
（（
）
清
水
擴
「
多
宝
塔
に
つ
い
て
の
史
的
考
察
」（『
平
安
時
代
仏
教
建
築
史
の
研
究 

浄
土
教
建
築
を
中
心
に
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
二
年
。
初
出
一
九
八
三

年
）。

（
（2
）
注
（
3（
）
前
掲
書
。

（
（3
）
注
（
（
）
前
掲
藤
井
論
文
。

（
（（
）
下
津
健
太
朗
「
金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
」（『
和
歌
山
県
の
近
代
和
風
建
築
』
和
歌
山

県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（（
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
高
野
町
の
歴
史
的
建
造
物
』（
高
野
町
教
育
委
員
会
、

二
〇
二
三
年
）。

（
（（
）
天
文
は
二
十
四
年
で
弘
治
に
改
元
し
て
い
る
が
、
露
盤
銘
の
写
し
に
は
天
文
二
十

五
年
と
あ
る
。

（
（（
）
箱
崎
和
久
・
北
脇
翔
平
「
菅
原
遺
跡
Ｓ
Ｂ
一
四
〇
の
復
元
考
察
」（『
菅
原
遺
跡
―

令
和
二
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
公
益
財
団
法
人 

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
二

〇
二
三
年
）
六
〇
～
七
五
頁
。



重要文化財『西南院文書』第九巻（坂口・鈴木・藤本）（ （（ ）

【 
翻
　
刻 

】

〔
凡
例
〕

一
、
本
稿
は
、
高
野
山
西
南
院
に
伝
来
し
た
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一

巻
』
の
う
ち
、
第
九
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
記
録
」
を

翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
翻
刻
は
、
高
野
山
霊
宝
館
に
寄
託
中
の
原
本
、
お
よ
び
二
〇
一
八
年
度 

東
京

大
学
史
料
編
纂
所 

一
般
共
同
研
究
「
高
野
山
西
南
院
文
書
の
調
査
・
研
究
」
に

お
け
る
撮
影
画
像
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
。

一
、
字
体
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
一
部
の
異
体
字
・
略
体
字
に

つ
い
て
は
残
し
た
。

一
、
改
行
は
原
則
と
し
て
原
本
通
り
と
し
、
紙
継
目
は
」
記
号
を
以
て
示
し
た
。

一
、
本
文
に
は
、
読
点
（
、）・
並
列
点
（
・
）
を
付
し
、
く
り
か
え
し
記
号
は

「
々
」
を
以
て
示
し
た
。

一
、
文
字
が
磨
滅
・
虫
損
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
、
そ
の
字
数
を
計
っ
て
□

記
号
で
示
し
た
。
ま
た
、
文
字
の
上
に
重
ね
て
別
の
文
字
を
書
い
た
箇
所
は
、
後

に
書
か
れ
た
文
字
の
左
傍
に
傍
点
を
付
し
、
訂
正
前
の
文
字
を
傍
注
の
〔　

〕
記

号
の
中
に
×
を
冠
し
て
注
し
た
。

一
、
本
文
以
外
の
部
分
は
、「　

」
で
括
り
、（
モ
ト
外
題
カ
）（
裏
書
①
）
な
ど
と

注
記
し
た
。
裏
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
に
も
っ
と
も
近
い
本
文
の
文
字
に
番

号
を
付
し
、
本
文
の
末
尾
に
示
し
た
。

一
、
編
者
が
加
え
た
傍
注
で
、
文
字
に
関
わ
る
も
の
は
〔　

〕
記
号
、
参
考
・
説
明

に
わ
た
る
も
の
は
（　

）
記
号
を
以
て
示
し
た
。

一
、
記
事
検
出
の
便
宜
の
た
め
、
本
文
の
月
日
に
つ
い
て
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
用
い
た
。

〔
西
南
院
文
書
〕
第
九
巻

　

大
塔
供
養
記
録　
　
　

西
南
院
宝
庫
」

□
〔
元
〕応
□
〔
二
〕年

庚
申
、
四
月
二
日
、
辛
亥
、
觜
宿
、

木
曜
、
真
光
院

大
僧
正
坊
禅
助
于
時
長
者
、
大
塔
供
養
御
導
師
勤
仕
□
〔
事
カ
〕

三
月
廿
六
日
、
⾬　降
、
自
仁
和
寺
御
進
発
、
有
職
前①
駈

四
人
、
禅
憲
・
敏
禅
・

□
〔
禅
カ
〕海・
経
恵
、
扈
従
南
勝
院
大
僧
都
、
禅
円
、

②　

上
童
、
菊
鶴
丸
、

③　

後
騎
二
人
、
泰
祐
上
座
・

実④
賀
、

中
童
子
、
大
童
子
、

御
力
者
済
々
矣
、
行
粧
之
躰
、
厳
重
之
際
、
御（寛
性
法
親
王
）

室

法
金
剛
院
辺
被
立
御
車
、
其
外
、
院
家
宿
□
〔
老
カ
〕

等
見
聞
之
云
々
、

御
宿
次
、
廿
七
日
、
天
王
寺
、
天
気
陰
晴
相
半
、
古
長
者

拝
堂
之
時
、
雖
順
道
、
為
奈
良
路
、
今
天
王
寺
路

新
儀
云
々
、

御
出
立
共
〔
供
、以
下
同
ジ
〕

奉
人
、
毎
事
略
儀
之
条
、
大
阿
闍
梨
御

遠
慮
至
歟
、
其
故
、
近
代
長
者
拝
堂
、
大
躰
以
中

絶
、
争
是
併
出
立
之
行
粧
、
不
容
易
所
致
也
、 

」

（
第
一
紙
）

為〔衍
カ
〕以今

度
之
新
儀
、
備
末
代
之
旧
例
、
更
非
法
之

聊
爾
、
恐
道
之
断
絶
故
也
、

廿
八
日
、
朝
⾬
降
、
自
政
所
申
剋
、
上
着
当
山
、
先
於
人
宿
御

休
息⑤
、
先
立
引
幔
、

設
御
座
、

共
奉
輩
於
大
門
前
税
賀ヒ 駕
、
入
御

日
輪
寺
、
検持明
院
、願
生
房
、

校
法
印
隆
伝
、
并
門
徒
老
若
参
向
路
次
矣
、

「（
モ
ト
外
題
カ
）

元
応
年
中

〔
斆
カ
〕
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任
先
例
、
惣
執
行
、
道
敏
、
御
先
達
、
法
服
平
袈
裟
、

着
藁
履
、

次
有⑥
職
前
駈
四
人
、
⾐
袴
、
着

藁
履
、

次
腰
輿
、
⾹
鈍
⾊
小
袈
裟
、

念
誦〔珠
、以
下
同
ジ
〕

、
扇
、

御
力
者
二
十
人
、

皆
着
⾐
、
舁
之
、
御
中
童
子
一
人
、
水
干
、
大⑦
童
子

三
人
、
長
一
人
、

末
二
人
、
次⑧
扈
従
、
⾐
袴
、
着

藁
履
、

次
上⑨
童
、
水
干
、
次
越
前
法
□
〔
橋
〕、

頼
禅
、
⾐
袴
、
着

紫
小
袈
裟
、

次
御
後
侍
二
人
、
⾐
袴
、

藁
履
、
参
会
僧
綱
、
兼
什

僧
都
・
禅
俊
律
師
等
引
下
進
行
、
此
外
、
公
私
僕
従
兵
士
等

不
知
其
数
群
行
、
輿
四
挺
・
馬
数
十
疋
、
上
童
馬
、
置

銀
鞍
、
懸
房

鞦
、
余
大
躰
蒔
鞍

・
畝
太
鞦
云
々
、
入
夜
、
教
薗
院
法
印
印
道
、・
同
宿
等
上
着
、

今
日
前
後
、
雖
細
⾬
降
、
望
御
登
山
之
期
、
高
天
属

晴
、
斜
陽
射
光
、
見
聞
之
族
驚
耳
目
、
䂓
〔
窺
カ
〕窬
之
輩

催
感
歎
、
誠
高（空
海
）祖之
冥
応
、
明
神
之
擁
護
歟
、
不
可

思
議
云
々
、

廿
九
日
、
勅（三
条
公
明
）

使
上
着
、
申
剋
、
天　晴
、
長（禅
助
）者御
拝
堂
、
ｃ
〔
縡
カ
〕之
儀
、 

」

（
第
二
紙
）

大
躰
如
上
着
、
略
儀
之
際
、
惣
在
庁
以
下
不
被
召
具
也
、

仍
無
警
蹕
之
儀
、
是
莽圡艾
〔
菩
提
〕院
僧
正
了
遍
拝
堂
之
例
云
々
、

先
惣
執
行
并
公
文
以
下
六
人
、
法
服
平
袈
裟
、

⿐
荒
、
二
行
、　

次
腰
輿
、
⾹　
　
法
服
、

衲
横
被
、
左　

念
誦
、
右
扇
、
御
力
者
着
⾐
、
但
兄
部

浄
⾐
立
頸
、

舁
之
、
次
扈
従
、
鈍
⾊
、
着
裳

袈
裟
、　　

次
上
童
、
狩
⾐
、
次
威
儀
僧
四
人
、
鈍
⾊
裳
袈
裟
、

着
表
袴
、　　

次
越
前
法
橋

頼
禅
、
鈍
⾊
指
貫
・
紫　

小
袈
裟
、
着
尻
切
、
従
僧
二
人
、
鈍
⾊
指
貫
、
着

袴
際
深
沓
、　

中
童
子
、
狩
⾐
、

着
沓
、

大
童
子
三
人
、
長
一
人
、

末
二
人
、
此
次
後
陣
、
御
力
者
持
居
箱
・
⾹
呂

箱
、
公
私
共
奉
之
仁
数
輩
群
行
、
長
者
於
中
門
前
下

輿
、
威
儀
僧
進
献
尻
切
、
次
一
人
引
御
手
、
次
二
人
持
居

箱
・
⾹
呂
箱
翼
従
矣
、

先
於
金
堂
御
誦
経
、
前
打
幄
、

積
引〔員

、以
下
同
ジ
〕

数
、
御
導
師
当（権
少
僧
都
道
喜
）

山
一
﨟
云
々
、

外
陣
正
面
間
設
御
座
、
長
者
日
隠
間
立
留
、
威
儀
僧
前
進

置
居
箱
・
⾹
呂
箱
、
立
遠
〔
還
カ
〕日

隠
間
蹲
居
、
献
草
鞋
、
次
取

尻
切
、
与
大
童
子
、
此
間
、
長
者
上
堂
、
取
⾹
呂
三
礼
後
、
御
着
座
云
々
、

上
童
并
威
儀
僧
東
大
床
着
座
、
赤
縁
帖
、

南
北
行
、
扈
従
東
妻
戸

間
着
座
、
小
文
帖
、

東
西
行
、
其
外
、
共
奉
之
仁
候
庭
上
便
宜
処
、

御
布
施
納
長
櫃
、
奉
行
頼
禅
、
日
記
持
之
、

兼
什
裹
頭
ニ
テ
奉
行
之
、

紅
梅
絹
一
・
綾
被
物
・

三
重
裹
物
二
、
一
絹
裹
、

一
紙
裹
、
手
長
役
、
先
御
力
者
、
次
大
童
子
、

次
威
儀
僧
取
之
、　　
　

次
御
影
堂
、
幄
積　
引
数
、
御
導
師
検（隆
伝
）校、
長
者
経
金
堂
西
、
御 

」

（
第
三
紙
）

影
堂
内
陣
左
方
御
着
座
、
上
童
并
威
儀
僧
左
方
庇
着

座
、
誦
経
物
、
錦
横
被
、
懸
打
枝
、
被
一
〔
物
脱
カ
〕

重
、
威
儀
僧

取
之
、
裹
物
一
、
絹
裹
、
従

僧
取
之
、

重
宝
等
被
披
之
、
執
行
代
功
徳
聚
院
、　

行
本
房
定
剱
、
飛
行
三
古
〔
鈷
、以
下
同
ジ
〕

同
被

披
之
、
長
者
方
ヘ　
　

被
下
勅
封
故
也
、
長
者
御
拝
見
之
後
、
扈
従
・
上
童
・
威
儀

僧
等
拝
見
之
、
其
外
、
参
会
僧
綱
裹
頭
ニ
テ
拝
見
之
、
其

後
、
当
山
垂
髪
・
衆
徒
裹
頭
群
集
、
頗
以
狼
箱
〔
藉
〕也
、
長
者

後
戸
方
廻
御
退
出
、
扈
従
ハ
尚
留
御
影
堂
、
為
付
勅
封
歟
、

次
御
社
、
拝
殿
庇
正
面
間
御
着
座
、
敷
大
文
高
麗

縁
畳
一
帖
、
上
童

并
威
儀
僧
左
方
大
床
着
座
、
赤
縁
畳
、

東
西
行
、
其
外
、
共
奉
之
仁
候

便
宜
之〔脱
ア
ル
カ
〕

、
寺
僧
取
幣
、
祝ノ
ト
申
之
、
誦
経
物
、
幄〔積
脱
カ
〕

　
　
引
数
、  

ｃ
〔
縡
カ
〕終
、
長
者

自
南
妻
駕
腰
輿
、
経
金
堂
前
還
御
、

次
大
塔
、
御
導
師
円
雅
、
誦
経
物
、
幄
積　
引
数
、
長
者
正
面
外
陣

間
御
着
座
、
鋪
設　
同
前
、
扈
従
不
共
奉
、
其
故
、
飛
行
三
古
未
納

御
箱
故
也
、
上
堂
大
塔
、
階
下
右
辺
俳
佪
、
威
儀
僧
右

方
東
南
大
床
隅
着
座
、
赤
端

帖
、
其
外
、
共
奉
之
仁
庭
上

便
宜
処
祗
候
、
御
布
施
、
大
塔
之
後
面
、
納
長
櫃

置
之
、
御
誦
経
事
訖
、
及
秉
燭
遠
〔
還
〕御
、

次
入
夜
、
奥
院
御
参
、
先
御
誦
経
、
御
導
師
検
校
法
印
、

拝
殿
左
方
東
北
隅
妻
戸
間
御
着
座
、
敷
大
文
畳
二
帖
、
四
方

懸
御
簾
、
立
屏
風
、　
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次
間
引
下
従
僧
着
座
、
小
文
帖
、

南
北
行
、
庇
上
童
并
威
儀
僧
着
座
、 

」

（
第
四
紙
）

赤
縁
帖
、
次
正
面
間
傍
検
校
着
座
、
小
文
帖
、

東
西
行
、
次
右
方
請
僧
座
、

畳
十
二
帖
、
三
行

南
北
行
、
以
○北
為
上
﨟
、
御
布
施
、
被
物
一
重
・
裹
物
一
、
絹
裹
、
従
僧

取
之
、　　

次
理
趣
三
昧
、
請
僧
三
十
人
、
寺
僧　
　

被
召
之
、
此
内
検
校
法
印 

「（
モ
ト
分
注
ナ
ラ
ン
）

供
養
法
、 

」
検
校
御
布
施
、

当
座
被
物
一
重
・
裹
物
一
、
諸
僧
被
物
一
重
、
但
後
日　

被
送
之
、
加
之
、

今
朝
廿
九
日

早
旦
、
以
執
行
代
定
釼
、
密
々
御
誦
経
被
行
之
、
誦

経
物
等
、
小
袖
一
・
⾐
布
一
被
送
之
、
即
定
釼
随
身
而
取
行
之
云
々
、

長
者
御
通
夜
、
共
奉
之
輩
大
躰
退
出
、
御
力
者
等
少
々

昇
留
云
々
、
明
朝
四
月
　

一
日
、
金
剛
三
昧
院
光
儀
、
長（証
道
房
実
融
）

老
御
時
結
構
云
々
、

　
　

已
上
、
御
拝
堂
儀
畢
、

大
塔
供
養
、
四
月
二
日
、
卯
剋
大
⾬
降
、
朝
細
⾬
未
罷
、

巳
剋
属
銀
漢
、

先
打
集
会
鐘
、
次
衆
僧
着
集
会
所
、
金
堂
、

未
剋
、
次

打
鐘
、
次
公
卿
着
塔
前
座
、
左
大
弁
宰
相
公（三
条
）
明
、

次
長
者
自
日
輪
寺
御
出
、
申
剋
、

先
鎰カ
イ
ト
リ取

二
人
、
浄
⾐
・
立
烏
帽
子
、

警
蹕
、　　
　
　
　

次
綱カ
ウ
シ
ヤ
ウ

掌
二
人
、
法
服
着
赤
⾊
小

袈
裟
、
警
蹕
、　

次
惣
執
行
・
公
文
以
下
六
人
、
法
服
着

平
袈
裟
、
次
綱
所
、
惣
在
庁
惟
〔
維
カ
、以
下
同
ジ
〕惟
縁
息

縁
・
威
儀
師
照

〔
昭
カ
、以
下
同
ジ
〕

縁
、

法
服
着
赤
袈
裟
、
横
被
、
着
⿐
荒
、

次
長
者
駕
腰
輿
、
荷
〔
駕
輿
、以
下
同
ジ
〕

与
丁
八
人
舁
之
、
紅
襖
袴
・
立
烏
帽
子
、

此
外
、
御
力
者
在
左
右
、
御
輿
ニ
係
手
、　

次
扈
従
、
鈍
⾊

裳
袈
裟
、

次
上
童
、
狩
⾐
、
着

沓
、　　

次
威
儀
僧
四
人
、
装
束
如

拝
堂
、
次
越
前
法
橋
、
頼
禅
、
装
束

如
拝
堂
、

次
従
僧
二
人
、
装
束　
　

如
拝
堂
、
次
中
童
子
、
狩
⾐
・

沓
、

次
大
童
子
二
人
、
装
束　
　

如
拝
堂
、
此 

」

（
第
五
紙
）

外
、
御
力
者
・
役
人
・
中
童
子
・
中
間
・
力
者
等
数
輩
群
行
、

自
中
門
経
壇
上
高
欄
際
、
於
金
堂
右
辺
、
整
行
烈
〔
列
、以
下
同
ジ
〕

儀
、

衆
僧
前
二
人
、
雅
楽
頭
中
原
光
頼
朝
臣
・

大
舎
人
頭
同
長
尚
、

次
引
頭
威
儀
師
二
人
、
法
服
赤
袈
裟
、
挿
鞋
、

立
筵
道
上
、

　

左
方
維
縁
惣
在
庁
、・
右
方
照
縁
威
儀
師
、

次
⾊
衆
百
口
、
交
名
在
別
、　

讃
衆
五
十
人
、
法
服
青
甲
、
挿
鞋
、

衲
衆
五
十
人
、
法
服
衲
横
被
、
挿
鞋
、

　
　
　

已
上
、
二
行
烈
、
下
﨟
為
先
、

次
持
幡
童
二
人
当
山
垂
髪
、

次
大
阿
闍
梨
、
⾹
法
服
、
錦
衲
横
被
、　

左
五
古
・
念
誦
、
右
扇
、
駕
腰
輿
、
荷
輿
丁
八
人
舁
之
、
紅
襖
袴
・

立
烏
帽
子
、
御
力
者
在
左
右
係
手
、

次
執
綱
、
散
位
藤
原
重
継
・

源
信
輔
、　　

次
執
蓋
、
大
江　
重
吉
、
次
十
弟
子
六
人
、
有
信
・
祐
助
・

頼
宝
・
覚
源
・　

覚
栄
・
実
助
、
持
法
具
、

副
輿
左
右
、
当
山
僧
、

　
　

扈
従
・
上
童
・
威
儀
僧
・
共
奉
輩
退
散
、
候
便
宜
処
、

次
讃
衆
頭
発
音
、
隆
済
・

弘
舜
、
次
⾊
衆
上
堂
、
各
昇
大
塔
正

面
階
、
群
立
簀
子
、
次
大
阿
闍
梨
降
輿
、
昇
階
入
塔
内
、
立

礼
盤
下
、
先
十
弟
子

法
具
置
、
大
阿
闍
梨
昇
階
後
、
衆
僧
前
引

頭
威
儀
師
・
執
蓋
・
執
綱
等
引
遠
〔
還
カ
〕、
礼
拝
着
礼
盤
等
、

以
下
作
法
如
常
、
御
表
白
、
聴
聞
之
道
俗
、
驚
耳
目
、 

」

（
第
六
紙
）

拝
一
会
之
法
儀
、
催
万
端
之
感
涙
了
、
御
着
座
之

後
誦
住
〔
経
カ
〕、
導
師
三
蔵
院
日
円
房
覚
知和歟勤
仕
之
、

作
法
畢
被
〔
帰
カ
〕座
、

次
布
施
、

先
誦
経
導
師
、
被
物
一
重
、

次
大
阿
闍
梨
御
分
、

錦
被
物
一
重
勅
使
公（三
条
）

明

取
之
、　
　

綾
被
物
十
重
殿
上
人
・
諸
大
夫
以
下

輩
取
之
、

銀
剱
入
錦
袋
、
沙
金
五
十
両
十
弟
子
撤
之
、

馬
三
疋
一
疋　

置
鞍
、
送
物
参
百
貫
文
云
々
、

次
還
烈
、
如
進
儀
、

抑
此
間
、
霖
⾬
渉
旬
、
天
気
不
快
、
然
望
両
日

法
会
期
、
玄
雲
忽
晴
不
覆
日
、
徴
風
韻
和
不

鳴
枝
、
魔
界
失
威
、
善
神
加
力
故
也
、
毎
事

無
為
、
大
儀
終
功
、
実
普
天
之
奇
特
、
率
土
之
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謳
哥
、
何
事
如
之
乎
、

　

元
応
二●
〔
×
申
〕年

四
月
廿
二
日　
　
　
　

慶
瑜 

」

（
第
七
紙
）

（
裏
書
①
）「
騎
馬
」

（
裏
書
②
）「
乗
輿
」

（
裏
書
③
）「
騎
馬
」

（
裏
書
④
）「
騎
馬
」

（
裏
書
⑤
）「
御
室
御
参
詣
之
時
、
於
人
宿
設
装
束
、」

（
裏
書
⑥
）「
各
中
間
三
人
、
雑
⾊
一
人
、
水
干
・
立
烏
帽
子
、

童
子
一
人
、
水
干
、
召
具
之
、
」

（
裏
書
⑦
） 「
長
如
木
重
⾐
、

　
　
　
　
　

末
部〔無
単
袴
〕

多
古
云
々
、」

（
裏
書
⑧
）「
扈
従
・
従
僧
二
人
等
身
⾐
、

　
　
　
　
　

指
貫
童
一
人
水
干
、・　
　

　
　
　
　
　

雑
⾊
一
人
水
干
、
召
具
也
云
々
、」

（
裏
書
⑨
）「
上
童
童
一
人
水
干
、・
雑
⾊
一
人
水
干
、・

　
　
　
　
　

中
間
九
人
召
具
也
、　　
　
　
　
　
　

」

〔
付
記
〕
本
稿
の
分
担
は
、
以
下
の
通
り
。「
は
じ
め
に
」・
第
一
章
・「
お
わ
り
に
」
…
坂

口
、
第
二
章
…
鈴
木
、
翻
刻
…
坂
口
・
藤
本
。
末
筆
な
が
ら
、
研
究
に
御
協
力
い
た
だ

き
、『
西
南
院
文
書
』
の
翻
刻
・
図
版
掲
載
を
御
許
可
く
だ
さ
っ
た
、
和
田
友
伸
師
（
西
南

院
上
綱
）
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。
ま
た
、
原
本
調
査
に
御
高
配
を
賜
っ
た
高
野
山
霊

宝
館
、
調
査
・
撮
影
に
御
協
力
く
だ
さ
っ
た
渡
邉
正
男
・
山
家
浩
樹
・
末
柄
豊
・
木
村
真

美
子
の
諸
先
生
に
も
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
一
般

共
同
研
究
「
高
野
山
西
南
院
文
書
の
調
査
・
研
究
―
高
野
山
伝
来
史
料
の
研
究
資
源
化
に

む
け
て
―
」（
二
〇
一
八
・
一
九
年
度
）、「
高
野
山
伝
来
聖
教
奥
書
集
成
に
む
け
て
の
調
査

･

研
究
―
平
安･

鎌
倉
時
代
を
中
心
と
し
て
―
」（
二
〇
二
〇
・
二
一
年
度
）、「
高
野
山
子
院

伝
来
資
料
の
分
野
横
断
的
研
究
―
金
剛
三
昧
院
・
西
南
院
を
中
心
に
―
」（
二
〇
二
二
・
二

三
年
度
）
な
ど
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
投
稿
後
、
高
野
山
金
剛
三
昧
院
に
て
、「
後
宇
多
帝
大
塔
修
造
記
／
大
塔
縁
起
」

（
／
は
改
行
）　

と
い
う
外
題
を
持
つ
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
書
写
の
典
籍
を
寓
目
し

た
（
同
院
所
蔵
文
書
、
第
七
函
）。
内
容
は
四
六
駢
儷
体
の
願
文
で
あ
り
、
末
尾
に
「
元
応

二
年
四
月
二
日　

阿
遮
梨
金
剛
性
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
扱
っ
た
大
塔
落
慶
供
養

に
お
け
る
後
宇
多
院
の
願
文
と
判
断
さ
れ
る
（
金
剛
性
は
後
宇
多
の
法
名
）。

そ
の
本
奥
書
と
書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
六
月
に
、
高
野
山
の

学
僧
維
宝
が
、
高
野
山
御
影
堂
の
原
本
を
以
て
謄
写
し
、
さ
ら
に
そ
の
写
本
に
基
づ
い
て

写
さ
れ
た
の
が
金
剛
三
昧
院
の
写
本
と
い
う
。
大
塔
修
造
事
業
に
関
わ
る
文
書
が
、
そ
の

事
業
完
了
後
に
御
影
堂
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
七
月
十
三
日

付
「
紀
伊
高
野
山
大
塔
料
所
文
書
御
影
堂
奉
納
目
録
」（『
高
野
山
文
書 

続
宝
簡
集
』
十
、

『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
十
六
巻
第
二
八
〇
九
六
号
）
に
明
ら
か
で
あ
り
、
同
目
録
に
は
「
大
塔

供
養
御
願
文
一
巻
」
も
見
え
る
。
維
宝
が
御
影
堂
で
披
閲
し
た
の
は
、
こ
れ
に
該
当
し
よ

う
。
現
在
、
願
文
の
原
本
が
所
在
未
詳
で
あ
る
た
め
、
金
剛
三
昧
院
本
は
近
世
の
写
本
と

は
い
え
、
貴
重
で
あ
る
。
他
日
、
紹
介
の
機
会
を
待
ち
た
い
。

次
に
、「
元
応
二
年
高
野
山
大
塔
供
養
記
録
」
の
冒
頭
「
□
〔
元
〕応

□
〔
二
〕年

」
の
四
字
は
、
現
状

「
□
応
□
弐
」
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
こ
れ
は
重
要
文
化
財
の
指
定
に
関
わ
る
修
理
で
文
字

が
動
い
た
た
め
で
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
本
校
正
の
折
に
、
木

村
真
美
子
先
生
よ
り
御
意
見
を
頂
い
た
こ
と
で
気
付
い
た
。
追
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

　

 

（
文
責
・
坂
口
） 
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